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「CLAIR REPORT」の発刊について 

 

 

当協会では、調査事業の一環として、海外各地域の地方行財政事情、開発事例等、様々

な領域にわたる海外の情報を分野別にまとめた調査誌「CLAIR REPORT」シリーズを

刊行しております。 

このシリーズは、地方自治行政の参考に資するため、関係の方々に地方行財政に関わる

様々な海外の情報を紹介することを目的としております。 

 内容につきましては、今後とも一層の改善を重ねてまいりたいと存じますので、ご意見

等を賜れば幸いに存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

〒103-0083 東京都千代田区麹町１-７ 相互半蔵門ビル 

（一財）自治体国際化協会 総務部 企画調査課 

TEL: 03-5213-1722 

E-Mail:kikaku@clair.or.jp   

「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた 

場合を除く、本誌からの無断複製・転載等は御遠慮ください。 
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はじめに 

 当事務所が所在するニューヨークは、人・モノ・富を求めて、世界中から人が集まる、

金融・ビジネスの中心、眠らない街である。なぜ人は、ニューヨークに惹かれるのか。 

フランクシナトラが歌った「ニューヨーク・ニューヨーク」の一節には、「ナンバーワン

にトップに昇りつめて街の王者になるのさ。ナンバーワンに」とある。文字どおり、世界

一の都市として、人々の貪欲なまでの欲求と飽くなき探求心、ひたすらに上昇を目指す、

猛者たちがしのぎを削り、その欲望の渦にまみれ、我先を争う街、それこそがニューヨー

クであるといっても過言ではなかろう。だからこそ、「そこで成功できれば、俺はどこだ

ってうまくやれる、全てはお前次第さ」とシナトラは、鼻高々に歌うのである。しかし、

ひとたび、街に繰り出すと、そうした富と欲にまみれた一面だけでない、ニューヨークの

別の顔に出くわす。摩天楼の間に広がる緑の一帯、そこで思い思いに過ごす素のニューヨ

ーカーの姿は、まさに強欲とは程遠く、ここがニューヨークであることを時に忘れさせて

くれる。季節を問わず賑わいを生み出す公園、家族そろって芝生に寝そべって映画を鑑賞

する贅沢。そこで過ごす生身の人間に触れた調査員は、驚きとともに、そのからくりを少

しでも解明したいと思ったに違いない。なぜ、ニューヨークやアメリカの公園は、人々に

癒しと新たな価値を生み出しているのか、本レポートを通じて、読者の皆様の理解の一助

となれば幸いである。 

 

 

 

一般財団法人自治体国際化協会 ニューヨーク事務所長  
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概要 

 世界有数の大都市として知られるニューヨーク市は、高層ビルが立ち並ぶコンクリート

ジャングルのイメージが強い一方で、市内には約 1,700 か所を超える公園やオープンス

ペースが整備されており、市民の生活に身近な自然や交流の場として重要な役割を果たし

ている。セントラル・パークやブライアント・パークをはじめ、多くの公園では映画上映

や音楽イベント、マーケットなどが年間を通じて実施され、公園は単なる緑地にとどまら

ず、文化・経済・コミュニティ形成を支える都市インフラとして機能している。 

 ニューヨーク市の公園運営の特徴は、行政が法的な管理主体として関与しつつ、実際の

運営やイベント実施において、非営利法人、企業、ボランティアなど多様な主体が役割分

担のもとで関与している点にある。寄付やスポンサーシップを含む民間資金の活用も進ん

でおり、公民連携の仕組みが公園の持続的運営を支えている。 

 一方、日本では、人口減少や高齢化の進行に伴い、特に地方部において空き家・空地の

増加や財政制約といった課題が顕在化している。こうした状況の中で、公園や空地を地域

資源として活用するには、行政単独ではなく、住民や民間主体の関与を前提とした体制づ

くりが求められている。本レポートでは、日本と米国の公園制度を整理した上で、ニュー

ヨーク市の公園運営を事例として取り上げ、その制度的背景と運営構造から、日本の自治

体にとっての示唆を検討する。 
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第１章 日本と米国における公園制度の比較とニューヨーク市の位置づけ 

第１節 日本における公園の定義1 

 公園は、人々のレクリエーションの空間、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、都

市の防災性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流の空間の提供を目

的に設置される。日本において、一般に「公園」と呼ばれているものは大きく「営造物公

園」と「地域制公園」に分けられる。営造物公園とは、国又は地方公共団体が公園敷地及

び公園施設に対し所有権を有し直接に公の目的に供する公園のことで、都市公園などがこ

れにあたる。一方、地域制公園とは、自然公園法に基づく自然公園に代表される公園で、

国又は地方公共団体が土地の権原に関係なく指定し、土地利用の制限や一定の行為の禁止

又は制限等によって自然景観を保全することを主な目的としている。 

 営造物公園には、国営公園、都市公園があり、国営公園は国が維持管理を行う都市公園

として国土交通省が設置するもので、都市公園とは国営公園及び地方公共団体が設置する

公園及び緑地のことを指す。これらは都市公園法に基づいて管理されている。また、都市

公園や自然公園に分類されないものを国民公園と呼び、環境省が環境省設置法に基づいて

管理している。具体的には、皇居外苑や新宿御苑、京都御苑などがこれにあたる。 

 

 

（図１―１）公園の分類2 

 

 国営公園は、その設置の趣旨から以下２つの種類に分けられる。 

（都市公園法第２条第１項第２号） 

① 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公

園又は緑地 

 
1 国土交通省関東地方整備局「国営公園とは？都市公園とは？」

［https://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/machi/city_park_machi00000005.html］

（最終検索日：2026 年１月 27 日） 

2 国土交通省関東地方整備局「国営公園とは？都市公園とは？」

［https://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/machi/city_park_machi00000005.html］

（最終検索日：2026 年１月 27 日） 

https://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/machi/city_park_machi00000005.html
https://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/machi/city_park_machi00000005.html
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② 国家的な記念事業として、又は日本固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図

るために閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地 

 国営公園の例としては、東京都の昭和記念公園や茨城県のひたち海浜公園などが挙げら

れる。また、国交省関東地方整備局の HP によると、公園の設置目的や大きさ等に基づ

き都市公園は以下のように分類される。 

 

（表１―１）都市公園の種類3 

種類 種別 内容 

住区基幹公園 

街区公園 

もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的と

する公園で誘致距離 250m の範囲内で１箇所当たり面積

0.25ha を標準として配置する。 

近隣公園 

主として近隣に居住する者の利用に供することを目的と

する公園で近隣住区当たり１箇所を誘致距離 500m の範

囲内で１箇所当たり面積２ha を標準として配置する。 

地区公園 

主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目

的とする公園で誘致距離１km の範囲内で１箇所当たり

面積４ha 以上を標準とする。 

都市基幹公園 

総合公園 

都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的

な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ

１箇所当たり面積 10～50ha を標準として配置する。 

運動公園 

都市住民全般の主として運動の用に供することを目的と

する公園で都市規模に応じ１箇所当たり面積 15～75ha

を標準として配置する。 

大規模公園 

広域公園 

主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーシ

ョン需要を充足することを目的とする公園で、地方生活

圏等広域的なブロック単位ごとに１箇所当たり面積

50ha 以上を標準として配置する。 

レクリエー

ション都市 

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択制に

富んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的

とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地

域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエー

ション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏そ

の他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全米規模

1000ha を標準として配置する。 

国営公園 

主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利用

に供することを目的として国が設置する大規模な公園に

あっては、１箇所当たり面積おおむね 300ha 以上を標

準として配置する。国家的な記念事業等として設置する

 
3 国土交通省関東地方整備局「国営公園とは？都市公園とは？」

［https://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/machi/city_park_machi00000005.html］

（最終検索日：2026 年１月 27 日） 

https://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/machi/city_park_machi00000005.html
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ものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有す

るように配置する。 

緩衝緑地等 

特殊公園 
風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園

で、その目的に則し配置する。 

緩衝緑地 

大気汚染、騒音、振動、悪臭等の郊外防止、緩和若しく

はコンビナート地帯の災害の防止を図ることを目的とす

る緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域

等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災

害の状況に応じ配置する。 

都市緑地 

主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景

観の向上を図るために設けられている緑地であり、１箇

所当たり面積 0.1ha 以上を標準として配置する。但

し、既成市街地等においては良好な樹林地等がある場合

あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環

境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその

規模を 0.05ha 以上とする。（都市計画決定を行わずに

借地により整備し都市公園として配置するものを含む） 

緑道 

災害時における避難所の確保、都市生活の安全性及び快

適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近

隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行

者路又は自動車路を主体とする緑地で幅員 10～20m を

標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前

広場等を相互に結ぶよう配置する。 

 

 住宅基幹公園及び都市基幹公園のイメージ図を以下に示す4。 

 

 
（図１―２）住区基幹公園「街区公園、近隣公園、地区公園」配置基準（イメージ図） 

 
4 一般財団法人浜松公園緑地協会「公園とは…公園の種類や分類」［https://hama-

park.or.jp/f-park/park-2/park.html］（最終検索日：2026 年１月 27 日） 

https://hama-park.or.jp/f-park/park-2/park.html
https://hama-park.or.jp/f-park/park-2/park.html
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（図１―３）住区基幹公園「総合公園、運動公園」配置基準（イメージ図） 

 

第２節 日本の公園における制度的特徴と制約 

 以上のように、日本の公園制度は都市公園法を中心とする明確な法体系のもとで構築さ

れている。都市公園は、行政が設置・管理する「営造物公園」として位置づけられ、公共

性の確保が制度の根幹となっている。そのため、公園運営に関して制度上以下のような特

徴が存在する。 

 

① 公園は行政が「設置・管理主体」であることが原則 

 都市公園法は、都市公園の設置・管理を国又は地方公共団体の責務と定めてお

り、公園管理は本来的に行政の業務と位置づけられている。このため、「公園管理

＝行政主体」という考え方が制度全体の前提となっている。 

② 営利目的での利用に関する制限が強い 

 都市公園の利用は「公衆の休息・レクリエーションを目的とする」ことを前提

としており、物販、飲食営業、広告掲出、イベントでの入場料徴収など、収益を

伴う行為は原則として禁止され、例外的に管理者が許可する場合にも厳格な基準

が設けられている。 

③ 収益を得るための制度が限定的 

 都市公園法において、公園施設の設置・管理および占用に関する規定は存在す

るものの、寄付やスポンサーシップを主要財源として位置づける包括的制度は設

けられていない。また、使用料・占用料についても、公園施設の利用に対する対

価としての受益者負担の範囲にとどまり、収益事業としての運用を前提とする体

系にはなっていない。そのため、公園を収益装置として活用することは想定され

ておらず、財源構造の柔軟性が低い。 

④ 公園の利活用に関する運用が慎重 
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 都市公園法において、公園は「公衆の利用に供する施設」と位置付けられてお

り、公園施設の設置や占用については管理者の許可を要し、その際には公園の効

用や公衆利用への支障の有無が判断基準とされる。また、各自治体の都市公園条

例においては、物販販売、広告掲出、音響設備の使用、仮設物の設置、夜間利用

等について、管理者の個別の許可が必要あるいは制限されていることが多く、公

園の利活用には慎重な判断が求められる。 

 

 もっとも、日本の公園制度において、民間の関与が全く認められていないわけではな

い。代表的なものが「指定管理者制度」である。指定管理者制度は、地方自治法第 244

条の２に基づき、公園や公共施設の管理運営を民間事業者・NPO・企業などに委ねる制

度である。しかし制度の性質上、自治体が定めた仕様書に従い、清掃、植栽、巡回、安全

管理など日常的業務を受託することが中心で、事業者が独自投資を行ったり、収益事業を

展開したりすることには制度的な限界がある。契約期間も通常３〜５年の短期であり、長

期的な投資回収モデルはとりにくい5。 

 他にも、2017 年に制度化された Park-PFI は、公園内に収益施設を設置し、その収益

を公園整備に還元する仕組みとして、民間の関与をより積極的に認めた制度である。指定

管理者制度が主として管理運営受託を中心とするのに対し、Park-PFI は民間事業者によ

る施設設置・投資・長期運営（最長 20 年）を制度的に認めている点で、民間関与の範囲

は拡大している。しかし、同制度は公募対象公園に限定され、公園の効用増進を前提と

し、設置規模や用途にも法令上の制約がある。導入も主として都市部の大規模公園に集中

していることから、都市公園全体の財源構造を公費中心から全面的に転換する制度とまで

は言い難い。 

 このように、日本の公園制度は、行政による安定的な管理を重視する一方で、民間や市

民が主体的に関与し、公園を通じて価値創出を行う余地は制度上限定的なものとなってい

る。では、米国における公園運営はどのような体系をとっているのだろうか。次節で米国

における公園制度とその仕組みについて説明する。 

 

第３節 米国における公園制度と運営の基本的な考え方 

 米国では、日本のように「都市公園法」などの全国一律の法律による定義は基本的に存

在しない。公園制度は地方分権を前提としており、州や自治体がそれぞれの判断で制度設

計を行っている。そのため、公園の定義、管理主体、運営方法は一様ではなく、分散型の

制度体系を特徴としている。米国の公園は、所有主体・管理主体によって、連邦政府、州

政府、郡政府、市政府、さらには非営利法人など、多様な形態に分かれている。公園の管

 
5 総務省自治行政局行政経営支援室「指定管理者制度について（2024 年４月 26 日公

表）」［https://www.soumu.go.jp/main_content/000949342.pdf］（最終検索日：2026

年２月 26 日） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000949342.pdf
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理は必ずしも行政が直接担うとは限らず、条例や契約に基づいて、民間や非営利組織が実

質的な運営を担うケースも広く見られる。 

 

（表１―２）米国における公園の整理 

種類 所有主体 管理主体 根拠法 

国立公園 (National 

Parks) 
連邦政府 

国立公園局 (National Park 

Service)  

Organic Act 

(1916) 

州立公園 (State 

Parks) 
州政府 州の自然資源局等 州法 

郡立公園 (County 

Parks) 
郡政府 郡の公園局 郡条例 

市立公園 (Municipal 

Parks) 
市政府 市の公園局等 市条例・契約 

 

 この中で、最も制度的枠組みが明確に整備されているのが国立公園である。管理主体は

アメリカ合衆国内務省の外局である National Park Service（NPS：国立公園局）で、

1916 年に制定された National Park Service Organic Act（国立公園局設置法）6をも

とに管理されている。National Park Service Organic Act（1916）は、国立公園及び

国立記念物の管理を連邦として一元的に行うための基盤を定めた法律である。法の中心理

念は「景観・自然・歴史的資源の保護」と「国民の享受」の両立であり、NPS は内務省

の下で強力な監督権限を持つ。内務長官は規則制定権を有し、公園内の資源管理、商業利

用（concession）、許可・賃貸の付与などを行うことができ、これにより、米国の国立公

園では保全を前提としつつ、宿泊施設、売店、ツアー、交通サービスなど幅広い利用が法

的に制度化されている。本法は NPS に対して、以下のような包括的な管理・規制権限を

与えている。 

 

• 規則・規制の制定権（利用ルール、保全措置、罰則等の設定） 

• 自然資源管理権（伐採、害獣・外来種対策、植生管理） 

• 利用者サービスに関する権限（宿泊・売店・交通サービス等の設置・許可） 

• 特権・許可・賃貸の付与（Concessions）： 

公園内施設を運営する民間企業・団体に対して、最大 30 年の許可を与えることが

できる 

• 事業者の投資・資金調達の容認： 

公園施設の建設・改修のため、許可事業者が債券発行等を行うことを認める 

 

 
6 U.S. National Park Service 「Organic Act of 1916 - Great Basin National 

Park」［https://www.nps.gov/grba/learn/management/organic-act-of-1916.htm］

（最終検索日：2026 年１月 27 日） 

https://www.nps.gov/grba/learn/management/organic-act-of-1916.htm
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 2025 年時点で、NPS が管理する公園ユニット数7は 433 であり、総面積は 8,500 万エ

ーカー（約 34 万㎢）以上に及ぶ。これはアラスカ州を除く米国本土の総面積の約３分の

１に相当し、その規模は世界最大級である8。国立公園のうち、National Parks と名の

付くものは表１－３の通り 63 箇所存在する。また、ニューヨーク市内に位置する連邦政

府管理の公園・保護地域にはアメリカ合衆国を象徴する国立記念物で世界遺産にも登録さ

れている Statue of Liberty National Monument や、大都市圏に隣接する自然・海

浜・歴史資源を一体的に保全・活用するために連邦政府が設けた都市型国立レクリエーシ

ョン公園である Gateway National Recreation Area が挙げられる。 

 

（表１―３）National Park の一覧 

名称 州名 

Denali National Park  

Alaska 

Gates of the Arctic National Park  

Glacier Bay National Park  

Katmai National Park  

Kenai Fjords National Park  

Kobuk Valley National Park  

Lake Clark National Park  

Wrangell-St. Elias National Park  

National Park of American Samoa  American Samoa  

Grand Canyon National Park  

Arizona Petrified Forest National Park  

Saguaro National Park  

Hot Springs National Park  Arkansas 

Channel Islands National Park  

California  

Death Valley National Park  

Joshua Tree National Park  

Kings Canyon National Park  

Lassen Volcanic National Park  

Pinnacles National Park  

Redwood National Park  

Sequoia National Park  

Yosemite National Park  

Black Canyon of the Gunnison National Park  

Colorado 
Great Sand Dunes National Park  

Mesa Verde National Park  

Rocky Mountain National Park  

 
7 NPS の公式分類では「国立公園」だけでなく、自然公園から歴史的地区、軍事遺跡、

河川、海岸線に至るまで多様なユニットを“parks”として数える 

8 U.S. National Park Service 「National Park System」

［https://www.nps.gov/aboutus/national-park-system.htm］（最終検索日：2026 年

１月 27 日） 

https://www.nps.gov/aboutus/national-park-system.htm
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Biscayne National Park  

Florida Dry Tortugas National Park  

Everglades National Park  

Haleakalā National Park  
Hawaii 

Hawai'i Volcanoes National Park  

Yellowstone National Park  Idaho 

Gateway Arch National Park  Illinois 

Indiana Dunes National Park  Indiana 

Mammoth Cave National Park  Kentucky 

Acadia National Park  Maine 

Isle Royale National Park  Michigan 

Voyageurs National Park  Minnesota 

Gateway Arch National Park  Missouri 

Glacier National Park  
Montana 

Yellowstone National Park  

Death Valley National Park  
Nevada 

Great Basin National Park  

Carlsbad Caverns National Park  
New Mexico 

White Sands National Park  

Great Smoky Mountains National Park  North Carolina  

Theodore Roosevelt National Park  North Dakota 

Cuyahoga Valley National Park  Ohio 

Crater Lake National Park  Oregon 

Congaree National Park  South Carolina  

Badlands National Park  
South Dakota 

Wind Cave National Park  

Great Smoky Mountains National Park  Tennessee  

Big Bend National Park  
Texas  

Guadalupe Mountains National Park  

Arches National Park  

Utah 

Bryce Canyon National Park  

Canyonlands National Park  

Capitol Reef National Park  

Zion National Park  

Virgin Islands National Park  Virgin Islands  

Shenandoah National Park  Virginia 

Mount Rainier National Park  

Washington  North Cascades National Park  

Olympic National Park  

New River Gorge National Park and Preserve  West Virginia  

Grand Teton National Park  
Wyoming 

Yellowstone National Park  

 

 連邦政府が国立公園（National Parks）を管理する一方、各州政府は独自の制度のも

とで「州立公園（State Parks）」を設置・管理している。州立公園は、州ごとに制度・

管理方針が大きく異なり、国立公園のように全国統一の根拠法の枠組みは存在しない。州
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立公園の設置目的は、自然保護、地域レクリエーションの提供、観光振興、歴史的資源の

保全など多様であり、その役割は各州の地理・文化・政策的背景に応じて大きく変化す

る。 

 全米州立公園協会（National Association of State Park Directors: NASPD）9の公

式ホームページ10によると、全米には 9,817 の州立公園が存在し、その総面積は約 2,014

万エーカー（約 8.2 万㎢）、年間来訪者数は 8 億 6,700 万人を超えるとされる。州立公園

は通常、州の自然資源局（Department of Natural Resources）、環境局

（Department of Environmental Conservation）、観光局（Department of Parks 

and Recreation）などに所属し、入園料、駐車料金、宿泊施設利用料（キャンプ場・キ

ャビン等）、州予算、寄付、パートナーシップを財源として運営されている。また、州に

よっては企業スポンサーシップや NPO・ボランティアによる共同管理も積極的に取り入

れており、公園の維持管理体制には一定の柔軟性が認められていることもある。以下に代

表的なものとして、カリフォルニア州とニューヨーク州の例を示す。 

 

［カリフォルニア州］ 

 カリフォルニア州立公園は、州内に広がる自然環境、歴史資産、文化的景観を一体的に

保全・活用する州レベルの公園システム（California State Park System11）であり、

米国においても最大級の州立公園体系を有している。その管理主体は California 

Department of Parks and Recreation（カリフォルニア州立公園局）であり、州政府

の一部局として、州立公園システム全体の計画・管理・運営を担っている。同局の使命は

以下の点に集約される。 

 

• 州の卓越した自然景観・生態系・文化資源を将来世代に引き継ぐこと 

• 州民及び来訪者に対し、質の高いレクリエーション・教育・体験機会を提供する

こと 

• 公園を通じて州民の健康増進、教育、地域文化の継承に貢献すること 

 

 州立公園システムは、約 280 の州立公園・関連ユニット、約 340 マイル（約 547km）

の海岸線、約 970 マイル（約 1,561km）の湖・河川、15,000 以上のキャンプサイト、

5,200 マイル（約 8,369km）以上のトレイル、3,000 件超の歴史的建築物、11,000 件超

の史跡を含む非常に多様な資源を管理対象としており、単なる自然保護にとどまらず、観

 
9 50 州及び米国領地域の州立公園を主管する行政トップ（State Park Directors） によ

って構成される組織 

10 National Association of State Park Directors 「Get to Know America’s State 

Parks」［https://www.stateparks.org/about-us/］（最終検索日：2026 年１月 27 日） 

11 州が一元的に管理する全米最大規模の州立公園ネットワークであり、自然保護・歴史

資源の保存・レクリエーション提供を同時に担う総合的な公共空間システムのこと。 

https://www.stateparks.org/about-us/
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光、教育、地域経済にも大きな役割を果たしている。代表的なものとしては以下が挙げら

れる。 

 

（表１―４）カリフォルニア州の州立公園の代表例 

英語名 場所 概要 

Big Basin Redwoods State 

Park 
サンタクルー

ズ郡 

カリフォルニア最古の州立公園。レッ

ドウッド（セコイア）の原生林を保

全。 

Point Lobos State Natural 

Reserve 

モントレー郡 海岸景観と海洋生態系を保護する自然

保護区。入園制限あり。 

Anza-Borrego Desert State 

Park 

サンディエゴ

郡 

全米最大級の州立公園。砂漠景観と野

生動物を保全。 

Humboldt Redwoods State 

Park 

ハンボルト郡 世界有数のレッドウッド原生林を有す

る州立公園。 

Hearst San Simeon State 

Historical Monument  

サンルイスオ

ビスポ郡 

ハースト城を中心とする歴史公園。文

化財と観光を両立。 

Torrey Pines State Natural 

Reserve 
サンディエゴ

市（ラホヤ） 

希少なトーリーパインを保護する都市

近郊型自然公園。 

 

 また、カリフォルニア州立公園制度の法的基盤は、California Public Resources 

Code（PRC）12 に置かれている。PRC において州立公園は、次のように位置づけられ

ている。 

 

• 州民及び来訪者の利益に資する公共資産 

• 自然景観・歴史的・文化的資源を保全すべき対象 

• 教育・レクリエーション・健康促進の場として活用されるべき空間 

 

 この法的整理により、州立公園は「保全」だけでなく「利用」を前提とした公共空間と

して制度化されている。PRC は、California Department of Parks and Recreation 

に対し、州立公園システム全体を統括する広範な権限を付与している。主な権限・役割は

以下の通りである。 

 

• 州立公園及び関連施設の指定・管理 

• 公園ごとの管理計画（General Plan）の策定 

• 自然・文化資源の保全方針の決定 

• 利用ルール・運営方針の設定 

 
12 「California Public Resources Code (2025)」

［https://california.public.law/codes/public_resources_code］（最終検索日：2026 年

１月 27 日） 

https://california.public.law/codes/public_resources_code
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• 施設の維持管理及び来訪者サービスの提供 

 

 特に管理計画については、短期的な運営ではなく、中長期的な視点で資源保全と利用の

バランスを取ることが制度上想定されている点が特徴である。PRC は、州立公園が税財

源のみに依存しない運営を行うことを想定しており、一定条件下での民間活用や収益活動

を明確に認めている。具体的には、公園の目的を損なわない範囲での土地・施設のリー

ス、売店、宿泊施設、ツアー等の Concessions（営業権・サービス提供契約）の付与、

利用者サービス向上を目的とした民間事業者との契約が制度上可能とされている（PRC

の第 5080 節に記載）。これにより、利用収入を公園管理・維持に再投資する仕組みや民

間の専門性を活用したサービス提供が制度的に担保されている。 

 PRC には、官民協働を前提とした制度も明確に位置づけられている。州立公園局は、

カリフォルニア州内の地方自治体及び資格を有する非営利団体と Operating 

Agreements（運営協定） を締結することができる。これらの協定により、公園の維持

管理、施設改善、来訪者向けプログラムやサービス提供などを分担・共同で実施すること

が可能となっている。この仕組みの特徴は、土地の所有権は州が保持、運営やサービス提

供の一部を外部主体が担うという点にあり、公共性を確保しつつ柔軟な運営を実現する制

度設計となっている。 

 

［ニューヨーク州］ 

 ニューヨーク州における州立公園は、州全体の自然資源・歴史資源・レクリエーション

資源を保全しつつ、州民及び来訪者に対して多様な余暇活動の機会を提供することを目的

として整備・運営されている。州立公園は都市部から地方部まで広く分布し、自然保護・

観光振興・健康増進・教育といった複数の公共目的を併せ持つ公共空間として位置づけら

れている。ニューヨーク州全体では、250 以上の州立公園・史跡・トレイル・レクリエー

ション施設が管理されており、管理面積は約 36 万エーカー（約 1,457 ㎢）に及ぶ。年間

の来訪者数は約 8,800 万人とされ、全米でも最大級の州立公園システムの一つである。 

 ニューヨーク州立公園のうち、ニューヨーク市内に位置する公園を表１－５に示す13。 

 

（表１―５）ニューヨーク市内の州立公園の一覧 

英語名 場所 概要 

Bayswater Point State 

Park 
クイーンズ区 ジャマイカ湾に面した湿地・海浜公

園。野鳥観察や自然環境保全を目的

とした州立自然公園。 

 
13 NYS Parks, Recreation & Historic Preservation 「State Parks」

［https://parks.ny.gov/visit/state-

parks?keywords=&region%5BNew+York+City%5D=New+York+City］（最終検索

日：2026 年１月 27 日） 

https://parks.ny.gov/visit/state-parks?keywords=&region%5BNew+York+City%5D=New+York+City
https://parks.ny.gov/visit/state-parks?keywords=&region%5BNew+York+City%5D=New+York+City
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Clay Pit Ponds State Park 

Preserve 
スタテンアイラ

ンド区 

希少な湿地・森林生態系を保全する

自然保護区。ハイキングや環境教育

に利用されている。 

Franklin D. Roosevelt 

Four Freedoms State Park  
マンハッタン区

（ルーズベルト

島） 

F.D.ルーズベルト大統領の「４つの

自由」を記念するモニュメント型州

立公園。都市型の静的空間。 

Gantry Plaza State Park  クイーンズ区

（ロングアイラ

ンドシティ） 

イースト川沿いのウォーターフロン

ト公園。マンハッタンの景観を望む

散策・レクリエーション空間。 

Marsha P. Johnson State 

Park 

ブルックリン区 イースト川沿いの州立公園。ウォー

ターフロント再生と地域の公共空間

創出を目的として整備。 

Riverbank State Park

（Denny Farrell Riverbank 

State Park） 

マンハッタン区 ハドソン川沿いの高架構造上に整備

された都市型州立公園。スポーツ施

設・文化施設を併設。 

Roberto Clemente State 

Park 
ブロンクス区 地域住民向けのスポーツ・レクリエ

ーション機能を重視した都市型州立

公園。 

Shirley Chisholm State 

Park 
ブルックリン区

／クイーンズ区 

旧埋立地を再生したニューヨーク市

最大級の州立公園。自然保全とレク

リエーションを両立。 

Hudson River Park14 マンハッタン区 ハドソン川沿いの線状公園。州公式

サイト上は掲載されるが、州・市共

同の特別法人による管理。 

 

 ニューヨーク州立公園の管理主体は、New York State Office of Parks, Recreation 

and Historic Preservation（以下、NYS Parks）15である。NYS Parks はニューヨー

ク州政府の執行機関として設置され、州立公園・レクリエーション施設・歴史的資産の保

全及び運営を一体的に担っている。NYS Parks の主な役割は以下のとおりである。 

 

• 州立公園・史跡・レクリエーション施設の保全・整備・維持管理 

• 州民及び観光客に対する安全で公平な利用機会の提供 

• 自然・歴史・文化資源の長期的保護 

• 教育・健康・観光政策と連動した公園活用の推進 

 
14 Hudson River Park は、ニューヨーク州及びニューヨーク市が共同で設立した特別法

人 Hudson River Park Trust によって管理・運営されており、州公園局が直接管理す

る州立公園とは異なる制度的枠組みのもとにある。 

15 NYS Parks, Recreation & Historic Preservation 「New York State Parks, 

Recreation & Historic Preservation」［https://parks.ny.gov/］（最終検索日：2026

年１月 27 日） 

https://parks.ny.gov/


19 

 

• ボランティアや地域団体との協働プログラムの実施 

 

 組織体制としては、州全体を複数の地域に分け、それぞれに地域事務所を配置する分散

型管理を採用している。地域事務所は州内 11 箇所に存在し、現場レベルでの運営は地域

単位で行われつつ、州としての統一方針や計画は本部が策定する仕組みである。また、公

園内の安全確保については、州立公園警備隊（State Park Police）が配置され、治安維

持や緊急対応も行政機能として担われている。 

 

（表１―６）区分けされた地域一覧 

地域名 概要（代表的な特徴・観光資源） 

Adirondacks  広大な自然景観・森林地帯、湖沼、山岳を有するアウトドアの核

心エリア。州立公園の他に「Adirondack Forest Preserve」と

して保存区域が広がるなど自然保全とレクリエーションが融合し

た地域。 

Allegany Allegany State Park を中心とする森林・湖・渓谷エリア。州内

最大級の州立公園を有し、ハイキング・キャンプ・四季の自然活

動が盛ん。 

Catskills Catskill Mountains の広大な自然エリア。アウトドア・ハイキ

ング・釣り・森林体験が可能で、東部の知る人ぞ知る自然地域。 

Central 湖沼、渓谷、歴史的遺産、滝、運河沿いの風景などが点在する内

陸地域。Green Lakes など人気州立公園も立地。 

Finger Lakes 大自然の湖（Finger Lakes）とゴージ・渓谷が特徴。滝やボー

ト、釣りなどウォーターベースのアクティビティが豊富。 

Genesee 州北西部の Genesee 川周辺地域。公園・歴史遺跡などが含まれ

る、西部ニューヨークのアウトドアレジャー拠点。 

Long Island  海浜・ビーチ・ウォーターフロントのレクリエーションが豊富。

Jones Beach など象徴的な州立公園がある観光地帯。 

New York City 都市環境の中に位置する州立公園群。Denny Farrell Riverbank 

などレクリエーション施設と都市景観の融合した公園が多数。 

Niagara ナイアガラ渓谷・滝エリアを含む地域。自然景観と歴史的名所が

融合した観光・体験型レクリエーションが特徴。 

Palisades  ハドソン川沿いの丘陵・森林景観地域。自然歩道・川沿いの活動

とともに歴史・遺産が楽しめるエリア。 

Saratoga/Capital  歴史的公園・温泉・スパを含む地域。Saratoga Spa State Park 

のような多彩な観光資源がある。 

Taconic  ハドソン川東岸の丘陵・森林地帯、歴史的邸宅とトレイルが豊

富。Clarence Fahnestock 等代表的自然公園がある。 

Thousand 

Islands  
州北部の島々・水辺の自然が特徴。ボート・キャンプ・島巡りが

できるレクリエーションが魅力。 
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 ニューヨーク州立公園の管理・運営の法的根拠は、New York State Parks, 

Recreation and Historic Preservation Law（PRHPL）16に置かれている。PRHPL 

は、以下の点を体系的に規定する州法である。 

 

• 州立公園・史跡・レクリエーション施設の 設置・管理権限 

• NYS Parks の 権限・責務・組織 

• 公園施設の利用、保全、整備に関する 基本原則 

• 歴史的資産の保存及び文化資源管理 

• 利用者の安全確保、規則制定、警備体制 

 

 この法律の特徴は、公園を州の責任で管理することを明確に定めつつ、運営手法につい

ては比較的柔軟な裁量を認めている点にある。都市公園法のように全国一律・詳細な行為

制限を設ける日本の制度とは異なり、PRHPL は「何を守るか」「誰が責任を持つか」を

中心に規定し、具体的な運営方法は行政裁量や個別ルールに委ねられる余地が大きい。 

 また、ニューヨーク州立公園制度には、以下のような運営上の特徴がみられる。 

 

• 管理主体は州（NYS Parks）が一貫して担っており、自然保護と公共性の確保を

重視する制度設計のもと、市立公園（NYC Parks）のように非営利法人が包括的

な運営主体となる構造は採られていない 

• 一方で、Friends Group やボランティア団体との協働、イベント実施、助成制度

などを通じ、地域との連携は制度的に位置づけられている 

• 営利利用や大規模商業イベントについては、市立公園ほど自由度は高くないが、

州法の枠内で一定の柔軟運用が可能 

• 公園は「行政が直接管理する公共資産」であると同時に、「観光・教育・健康政策

と結びつく公共サービス」として扱われている 

  

 以上のように、日本では、都市公園法等により公園の設置・管理主体や利用形態に関す

る基本的ルールが全国統一的に整理されており、特に営利利用や占用行為については、公

共性との整合性を前提に慎重な運用が求められる一方、米国では、公園やオープンスペー

スに関する権限が連邦・州・地方自治体に分散し、適用される規則も管理主体や土地の性

格に応じて多層的である。結果として、イベント開催、スポンサーシップ、寄付、収益事

業の導入などについて、管理者の裁量や地域の制度設計により柔軟に運用されうる余地が

相対的に大きい。加えて、公園を「行政が維持する施設」というよりも、「市民・企業・

地域が共同で育てる公共空間」と捉える社会的慣習が広くみられ、官民協働の取組が各地

 
16 「New York Parks, Recreation and Historic Preservation Law (2026)」

［https://newyork.public.law/laws/n.y._parks,_recreation_and_historic_preservat

ion_law］（最終検索日：2026 年１月 27 日） 

https://newyork.public.law/laws/n.y._parks,_recreation_and_historic_preservation_law
https://newyork.public.law/laws/n.y._parks,_recreation_and_historic_preservation_law
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で展開されている。 

 こうした制度的・文化的背景は、とりわけ大都市部において、NPO 等の民間主体が公

園の管理・運営に深く関与する仕組みを形成する要因となっている。なかでもニューヨー

ク市は、全米でも最大規模の公園システムを有し、行政組織としての NYC 公園局

（NYC Parks）が広範な公園資産を所管する一方で、個別公園では多様な公民連携スキ

ームが併存している点に特徴がある。 

 そこで次章では、米国型の都市公園マネジメントを具体的に理解するための有用な事例

としてニューヨーク市を取り上げ、まず「都市と自然の共存」という観点から公園システ

ムの全体像を整理する。次いで、NYC 公園局の役割と権限を確認した上で、コンサーバ

ンシー、BID、非営利組織等との連携を含む公民連携による管理体制を検討し、都市公園

の価値創出と持続的運営を可能にする構造・仕組み・運営手法を明らかにする。 
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第２章 ニューヨーク市における公園システムと公民連携型運営 

第１節 ニューヨーク市における公園の概要 

 世界三大都市の一つであるニューヨーク市と聞くと、高層ビルが立ち並ぶ「コンクリー

トジャングル」といった都市的イメージで語られることが多いと思われる。しかしその一

方で、市内には 1,700 か所を超える公園17が整備されており、市民にとって自然と触れ合

うことのできる貴重な憩いの場が多く存在している。行政区別に見ると、ブルックリンと

クイーンズがそれぞれ約 500 か所と最も多く、続いてブロンクスとマンハッタンが約

300 か所、スタテンアイランドが約 150 か所となっている。図２－１に示すように、ニ

ューヨークでは市域の広い範囲に公園が点在していることがわかる18。更に、市が管理し

ている公園及びオープンスペースの総面積は約 29,000 エーカー（約 117 ㎢）とされ、こ

れは市域全体の約 14%を占めている19。都市の中にこれほど豊かな自然環境が存在して

いることもニューヨークの大きな魅力の一つと言える。 

 

 
17 NYC Parks 「List of New York City Parks」

［https://www.nycgovparks.org/park-features/parks-list］（最終検索日：2026 年１

月 27 日） 

18 NYC Parks 「Park」［https://www.nycgovparks.org/parks/park-x056?utm_］（最

終検索日：2026 年１月 27 日） 

19 NYC Parks 「Special Initiative for Rebuilding and Resiliency-Parks（2013 年

６月 11 日発行）」

［https://www.nyc.gov/assets/sirr/downloads/pdf/Ch_11_Parks_FINAL_singles.p

df］（最終検索日：2026 年１月 27 日） 

https://www.nycgovparks.org/park-features/parks-list
https://www.nycgovparks.org/parks/park-x056?utm_
https://www.nyc.gov/assets/sirr/downloads/pdf/Ch_11_Parks_FINAL_singles.pdf
https://www.nyc.gov/assets/sirr/downloads/pdf/Ch_11_Parks_FINAL_singles.pdf
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（図２―１）ニューヨーク市内における公園及びグリーンスペースの分布図20 

 

 とりわけ、マンハッタンの中心部に位置するセントラル・パークはその象徴的存在であ

る。高層ビル群に囲まれた立地にありながら、内部に足を踏み入れると都市の喧騒を忘れ

させる広大な緑地区間が広がっており、ニューヨーク市における自然と都市の共存を象徴

する代表的事例と言える。さらに、同じくマンハッタンに位置するブライアント・パーク

は、規模こそ小さいものの、公共空間を活用した民間主導の管理・運営の成功例として広

く知られている。都市中心部という限られた空間において、年間を通じて多様な文化・商

業活動が展開されており、ニューヨーク市の公園政策の多様性を示す好例である。 

 こうした都市の公園整備を客観的に評価しているのが、非営利団体 The Trust for 

Public Land（TPL）による「ParkScore21」調査である。TPL は毎年、米国の人口上

位 100 都市を対象に、公園システムをアクセス、投資、設備、面積、公平性の５項目で

総合評価している。 

 
20 Trust for Public Land 「THE ECONOMIC BENEFITS OF PARKS IN New 

York City（2022 年９月発行）」［https://www.tpl.org/wp-

content/uploads/2022/09/033022_Economic-Benefits-NYC_Final_v2.pdf］（最終検

索日：2026 年１月 27 日） 

21 Trust for Public Land 「ParkScore Home」［https://www.tpl.org/parkscore］

（最終検索日：2026 年１月 27 日） 

https://www.tpl.org/wp-content/uploads/2022/09/033022_Economic-Benefits-NYC_Final_v2.pdf
https://www.tpl.org/wp-content/uploads/2022/09/033022_Economic-Benefits-NYC_Final_v2.pdf
https://www.tpl.org/parkscore
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 2025 年５月に発表された最新の結果では、ニューヨーク市は総合評価で 13 位に位置

づけられた22。個々の公園が比較的小規模であることや地域間における公園面積の格差と

いった課題は残されているものの、公園への投資規模や市域に占める緑地の割合の高さな

どが評価され、全米においても優れた水準にあることが示されている。また、特筆すべき

はアクセス面であり、ニューヨーク市の住民の 99％が自宅から徒歩 10 分以内に公園へ

アクセスできるとされている。この数値は米国主要都市の平均（76％）を大きく上回っ

ており、これは、世界有数の大都市においても高い水準の公園整備が実現されていること

を示すものといえる。 

 

（表２―１）ニューヨーク市における ParkScore 調査結果（2025 年）23 

項目 点数 概要 

Acreage（面積） 48 大規模公園や自然エリアなど、公園の面積や充実度の指

標。市域の 17.4%が公園用地で高評価（92 点）だが、公

園の中央値のサイズは１エーカー（約 0.004 ㎢）と非常に

小さく低評価（１点） 

Access（アクセ

ス） 

99 市民が徒歩 10 分圏内で公園に行ける割合。人口の 99%が

徒歩圏内に公園があり、全米でもほぼ最高評価。 

Investment（投

資） 

86 公園システムへの財政的支出の指標。年間総額約 20 億ド

ル、住民１人あたり 235 ドルが投資され、全米でも高水

準。 

Amenities（設

備） 

52 遊び場、スポーツ施設、ドッグパーク、トイレ、スプラッ

シュパッド24などの設備の充実度の指標。スプラッシュパ

ッド（100 点）、ドッグパーク（73 点）は充実。一方でス

ポーツフィールド（16 点）、シニア施設（15 点）、トイレ

（21 点）は不足。 

Equity（公平性） 71 人種や所得ごとに公園へのアクセスや面積分布の公平性の

指標。アクセス面では有色人種・低所得層ともにほぼ

100%が徒歩圏内で高評価。しかし面積分布では、有色人

種地域は白人地域より 43%少なく、低所得地域は高所得地

域より 38%少ない。 

 

 さらに、上位都市の顔ぶれを見ると、１位のワシントン D.C.や２位のアーバイン、３

位のミネアポリスなど、比較的コンパクトな都市が多い。これらは一人あたり投資や計画

 
22 Trust for Public Land 「ParkServe® for New York, NY - TPL」

［https://www.tpl.org/city/new-york-new-york］（最終検索日：2026 年１月 27 日） 

23 Trust for Public Land 「2025 Park Score Index（2025 年５月発行）」

［https://parkserve.tpl.org/downloads/pdfs/New%20York_NY.pdf］（最終検索日：

2026 年１月 27 日） 

24 地面から噴水状に水が噴き出す水遊び施設。水深がなく、安全性が高いため、米国の

公園では子ども向けの暑熱対策施設として広く普及している。 

https://www.tpl.org/city/new-york-new-york
https://parkserve.tpl.org/downloads/pdfs/New%20York_NY.pdf
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的な都市設計を背景に高い評価を得ていると考えられる。そうした中で、人口約 840 万

人を抱える全米最大都市ニューヨークが 13 位に位置していることは注目に値する。同規

模の大都市であるロサンゼルスやヒューストンが上位 25 都市に入っていないことを踏ま

えると、ニューヨーク市の公園システムは長年にわたる計画的な投資と制度運用、官民協

働の積み重ねによって形成されてきた、大都市における公園政策の一つの到達点と位置づ

けられるだろう。 

 

（表２―２）2025 年 ParkScore 調査結果の上位 25 都市25 

順

位 
都市名 

面

積 

アクセ

ス 

公平

性 

投

資 

設

備 

総合 

スコ

ア 

人口 

（万

人） 

１ ワシントン D.C. 55 99 87 100 88 85.5 69.4 

２ アーバイン（CA） 77 92 68 100 85 84.3 30.8 

３ ミネアポリス（MN） 64 99 60 100 96 83.6 42.9 

４ シンシナティ（OH） 63 87 74 87 99 82.0 31.5 

５ セントポール（MN） 54 99 76 92 89 81.8 30.7 

６ サンフランシスコ（CA） 54 100 65 100 83 80.2 82.8 

７ アーリントン（VA） 37 98 63 100 92 77.9 24.3 

８ シアトル（WA） 55 99 78 100 55 77.4 78.1 

９ ポートランド（OR） 62 86 55 100 77 76.0 63.6 

10 デンバー（CO） 53 95 71 83 74 75.1 72.9 

11 シカゴ（IL） 29 98 95 82 70 74.7 272.1 

12 ボストン（MA） 54 100 81 63 66 72.8 67.3 

13 ニューヨーク（NY） 48 99 71 86 52 71.1 847.8 

14 セントピーターズバーグ

（FL） 

42 69 86 76 79 70.3 26.1 

15 ピッツバーグ（PA） 40 92 65 60 94 70.0 30.8 

16 リッチモンド（VA） 36 74 84 64 92 69.9 22.9 

17 プレイノ（TX） 75 73 67 69 61 68.9 28.5 

18 ミルウォーキー（WI） 40 94 62 65 82 68.4 56.4 

19 マディソン（WI） 56 97 67 32 87 67.7 28.5 

20 ボイジー（ID） 55 63 45 78 96 67.4 23.6 

21 アトランタ（GA） 29 75 61 100 72 67.3 52.0 

22 サンディエゴ（CA） 81 74 44 85 51 66.9 140.4 

22 バッファロー（NY） 22 87 66 86 74 66.9 27.8 

24 アルバカーキ（NM） 61 87 63 55 65 66.3 56.0 

25 ヘンダーソン（NV） 38 79 63 69 79 65.4 31.8 

 
25 Trust for Public Land 「A SPECIAL REPORT Parks: The Great Unifiers

（2025 年５月発行）」［https://www.tpl.org/wp-

content/uploads/2025/05/Parks_The_Great_Unifiers_TPL_Special_Report_2025.p

df］（最終検索日：2026 年１月 27 日） 

https://www.tpl.org/wp-content/uploads/2025/05/Parks_The_Great_Unifiers_TPL_Special_Report_2025.pdf
https://www.tpl.org/wp-content/uploads/2025/05/Parks_The_Great_Unifiers_TPL_Special_Report_2025.pdf
https://www.tpl.org/wp-content/uploads/2025/05/Parks_The_Great_Unifiers_TPL_Special_Report_2025.pdf
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第２節 ニューヨーク市における公園整備・運営の法的基盤 

 ニューヨーク市における公園の整備及び管理運営は、ニューヨーク州法によって市に付

与された自治権を前提に、市が独自に制定する市憲章、行政法典、公園規則からなる段階

的な法体系によって具体化されている。州法は地方自治体の権限の大枠を定めるにとどま

り、その範囲内で市が憲章・条例・規則を整備するという多層的な制度構造をとっている

点に特徴がある。ニューヨーク州では、州憲法及び Municipal Home Rule Law（地方

自治権法）により、市に広範な自治立法権が認められており、ニューヨーク市はこの枠組

みのもとで独自の City Charter（市憲章）を制定している。これにより、市は州法に抵

触しない限り、市内行政の組織や運営、許認可のあり方を自ら定めることが可能である。

公園行政についても、州法が州立公園や自然保護に関する基本方針を示す一方、市が所

有・管理する都市公園の具体的な管理運営、利用許可、イベント実施、民間との協働のあ

り方については、市の自治権に委ねられている。以上の制度的前提を踏まえると、ニュー

ヨーク市の公園制度は、次のような多層的な法体系によって支えられている。 

 

（表２―３）ニューヨーク市における公園整備・運営の法的基盤 

州法 
市に公園管理を含む自治権を付与しつつ、詳細な運用規制は

行わない 

市憲章（City 

Charter） 
公園局の設置と公園行政に関する包括的な裁量権を規定 

市行政法典 

（Administrative 

Code） 

公園制度及び公民連携の正当性を条例として明示 

公園規則 

（RCNY Title 56） 

イベントや営利利用を実務的に可能にする具体的運用ルール

を規定 

 

 まず、ニューヨーク市憲章（City Charter）26は、市の最高規範として、市政府の組

織構造及び行政権限の配分を定める基本法である。市憲章は、日本における地方自治法や

自治体基本条例に相当する位置づけにあり、市の行政運営の根幹を成している。公園分野

については、Chapter 21 において Department of Parks and Recreation（NYC 

Parks）の設置が明示され、同局を統括する Parks Commissioner の権限が規定されて

いる。同章では、Parks Commissioner に対し、 

• 市が所有又は管理する公園、広場、自然地等の管理・維持・改良 

• 公園の利用に関する規制及び管理 

• 公園内で行われる行為に対する許可の付与及び条件設定 

• 公園管理に関する契約や協定の締結 

 
26 「City Charter Chapter 21: Department of Parks and Recreation 」

［https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCcharter/0 -0-0-

6536］（最終検索日：2026 年１月 27 日） 

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCcharter/0-0-0-6536
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCcharter/0-0-0-6536
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といった、公園行政全般に関する包括的な裁量権が付与されている。重要なのは、市憲章

の段階では、営利利用、イベント、物販、スポンサーシップ等を原則として禁止する規定

が置かれていない点である。憲章はあくまで「誰が管理し、誰が判断するのか」という統

治構造を定めるものであり、公園の具体的な利用内容や運用ルールについては、下位の法

規に委ねる構成となっている。 

 次に、ニューヨーク市行政法典（New York City Administrative Code）27は、市憲

章に基づいて制定される条例集であり、市行政の各分野における制度の具体化を担う。公

園に関する規定は、主に Title 18（Parks）に置かれており、ここでは、 

• 公園用地、施設、自然資源の法的管理主体が NYC Parks であること 

• 公園の維持、改修、保全に関する基本方針 

• 市民や民間主体による協力、寄付、関与を可能とする制度的枠組み 

が明示されている。特に特徴的なのは、特定の公園について、非営利法人等による管理運

営を明示的に認める規定が存在する点である。ブライアント・パークに関する条文はその

典型例であり、市が公園の所有権を保持したまま、運営を民間非営利組織に委ねること

が、条例レベルで制度的に位置づけられている。また、寄付制度や市民協力に関する規定

が行政法典に組み込まれていることにより、公園運営における民間関与は、例外的・暫定

的な措置ではなく、正規の行政制度の一部として扱われている点も重要である。 

 更に、NYC Parks Rules（The Rules of the City of New York：RCNY Title 56）

28は、行政法典を根拠として制定される実施規則であり、公園内における具体的な行為を

直接的に規律する。Title 56 では、 

• イベント、集会、映画上映、撮影 

• 物販、飲食、マーケットの実施 

• 音響使用、仮設構造物の設置 

• スポンサー掲出や広告的表示 

といった行為について、禁止事項を列挙するのではなく、許可条件、手続、判断基準を詳

細に定めるという方式が採られている。この仕組みにより、公園内での文化イベントや営

利活動は、「公共性を損なわない範囲で、条件付きで認める」という運用が制度上可能と

なっており、実務レベルでの柔軟な公園活用が担保されている。 

 

 
27 「New York City Administrative Code Chapter 1: Department of Parks and 

Recreation」

［https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCadmin/0 -0-0-

29901］（最終検索日：2026 年１月 27 日） 

28 「The Rules of the City of New York Chapter 1: Use of Parks」

［https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0 -0-0-

87693］（最終検索日：2026 年１月 27 日） 

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCadmin/0-0-0-29901
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCadmin/0-0-0-29901
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-87693
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-87693
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第３節 ニューヨーク市公園局の役割と権限 

１ ニューヨーク市の公園の管理 

 ニューヨーク市の公園は市・州・連邦・民間など多様な主体によって所有・管理さ

れているが、その大部分はニューヨーク市公園局（New York City Department of 

Parks & Recreation, 通称 NYC Parks）が担っている。公園局は市長直属の行政機

関の一つであり、その本部はセントラル・パーク内の歴史的建物「アーセナル（The 

Arsenal）」に置かれている。アーセナルは 1847 年から 1851 年にかけて建設され、

当初はニューヨーク州民兵（New York State Militia）の武器・弾薬倉庫として利用

されていが、セントラル・パークの造成に伴いニューヨーク市が建物を取得し、公園

の一部として組み込まれた。 

 

 
（図２―２）ニューヨーク市公園局の位置（Google Map より、筆者追記） 
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（図２―３）The Arcenal の外観29 （図２―４）公園局の入り口30 

 

 公園局の最大の特徴は、都市における大規模公共資産を直接管理する唯一の局とい

う点である。公園局は市域全体で約 29,000 エーカー（約 117 ㎢）以上に及ぶ土地を

管轄し 5000 以上の個別施設を所管している。その内容は多岐にわたり、1,700 を超え

る公園、約 1,000 の遊び場、800 以上の運動場、550 のテニスコート、65 の公共プー

ル、51 のレクリエーションセンター等を維持管理している31。また、街路樹約 60 万

本、公園内の樹木約 200 万本の維持管理も行っており、都市の緑化を包括的に担って

いる。 

 さらに、公園資本事業への投資も大規模に実施されており、過去 10 年間で約 53 億

5,000 万ドルが投じられている32。こうした資金は、施設の改修や新設、アクセシビリ

ティ向上などに活用されている。 

 

 
29 2025 年 11 月 25 日、The Arcenal にて筆者撮影。 

30 2025 年 11 月 25 日、The Arcenal にて筆者撮影。 

31 NYC Parks 「About Parks」［https://www.nycgovparks.org/about?utm］（最終検

索日：2026 年１月 28 日） 

32 NYC Parks 「ADA Transition Plan（2025 年５月 28 日発行）」

［https://www.nycgovparks.org/pagefiles/209/2025-05-28-Transition-Plan-Final-

For-Publishing__68387eab34b93.pdf］（最終検索日：2026 年１月 28 日） 

https://www.nycgovparks.org/about?utm
https://www.nycgovparks.org/pagefiles/209/2025-05-28-Transition-Plan-Final-For-Publishing__68387eab34b93.pdf
https://www.nycgovparks.org/pagefiles/209/2025-05-28-Transition-Plan-Final-For-Publishing__68387eab34b93.pdf
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（図２―５）ニューヨーク市における組織図（2025 年７月時点）33 

 

 公園局は「全ての市民のために持続可能で繁栄する公園システムを創造・維持す

る」ことを使命に掲げ、公平性（Equity）、アクセス、安全性、自然環境の保全を重

視した政策を推進している。こうした取組は、ニューヨーク市の長期総合政策プラン

「OneNYC」とも連動しており、公園局の施策は都市の成長、公平性の確保、持続可

能性、災害に強い都市づくりといった目標に寄与している。 

 この方針の下で進められている代表的な事業が次の３点である。 

 

① Community Parks Initiative（CPI） 

 従来十分に整備されてこなかった地域の公園を優先的に改修する取組。毎年約

10 か所を対象とし、市民の意見を反映させながら設計を進めている。特徴とし

て、設計段階から「スコープミーティング」を通じて市民参加を制度化している

点が挙げられる34。スコープミーティングでは、設計案を提示する前段階で、住

民・地域団体・行政・設計者が一堂に会し、公園の課題や優先順位の整理を行

 
33 NYC「NYC-Organizational-Chart」

［https://www.nyc.gov/assets/home/downloads/pdf/office-of-the-mayor/misc/NYC-

Organizational-Chart.pdf］（最終検索日：2026 年２月４日） 

34 NYC Parks 「Community Input Meetings」

［https://www.nycgovparks.org/events/community-input］（最終検索日：2026 年１

月 28 日） 

https://www.nyc.gov/assets/home/downloads/pdf/office-of-the-mayor/misc/NYC-Organizational-Chart.pdf
https://www.nyc.gov/assets/home/downloads/pdf/office-of-the-mayor/misc/NYC-Organizational-Chart.pdf
https://www.nycgovparks.org/events/community-input
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う。参加者は、公園内の危険箇所や利用実態、必要な機能について意見を出し合

い、その内容は以降の設計条件として正式に位置づけられる。 

② Parks without Borders  

 公園と周辺地域を調和させることを目的とした施策。開放的な入り口の整備や

フェンスの撤去・低層化などにより、公園と都市空間を一体化させている。 

③ Anchor Parks 

 各行政区で中核となる基幹公園を対象に集中的な投資を行うプログラム。各行

政区で１か所の基幹公園を対象とし、約 3,000 万ドルを投資して改修を行う。地

域の中核的公園の環境改善に資する取組である。 

 

 これらの事業は、市民参加と情報公開を重視している点でも特徴的である。公園局

の公式サイトでは、進行中の Capital Project（資本事業）のタイムラインや資金情

報、担当者情報が公開され、市民とのコミュニケーションの透明性向上につながって

いる。また、公園検索機能を通じて各公園の概要やアクセシビリティ情報も提供され

ており、障がいの有無にかかわらず利用できる遊具や施設の整備状況も確認できる。 

 

 
 

（図２―６）スコープミーティングの実施状況（公園局 HP で公開）35 

 

 
35 NYC Parks 「Community Input Meetings」

［https://www.nycgovparks.org/events/community-input］（最終検索日：2026 年１

月 28 日） 

https://www.nycgovparks.org/events/community-input
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（図２―７）進行中の Capital Project のタイムライン（公園局 HP で公開）36 

 

 

  
（図２―８）各公園の概要やアクセシビリティ情報（公園局 HP で公開）37 

 

 
36 NYC Parks 「Capital Project Tracker」

［https://www.nycgovparks.org/planning-and-building/capital-project-tracker］

（最終検索日：2026 年１月 28 日） 

37 NYC Parks 「New York City Department of Parks & Recreation」

［https://www.nycgovparks.org/］（最終検索日：2026 年１月 28 日） 

https://www.nycgovparks.org/planning-and-building/capital-project-tracker
https://www.nycgovparks.org/


33 

 

２ 組織体制（日本との比較） 

 ニューヨーク市公園局と日本の自治体における公園管理部門を比較すると、最も大

きな違いはその組織体制の独立性と専門性にある。日本の多くの自治体では、公園管

理は都市整備部や土木課といった部署の一部として位置づけられているのに対し、ニ

ューヨーク市では公園局が単独の行政局として設置されている。このことにより、独

自に予算を確保できるほか、都市政策との戦略的連動も図りやすいというメリットが

ある。 

 また、公園局は公園を都市インフラ・公共資産として包括的に扱うため、園芸士、

森林管理官、造園設計士、都市レンジャー、GIS 専門職など、多様な専門人材を配置

している。日本の自治体のように定期的な異動によって担当が入れ替わる仕組みはな

く、専門知識と経験の蓄積を前提とした人材配置が特徴である。こうした体制は、公

園を「都市の基盤資産」と位置づけるニューヨークならではのアプローチといえる。 

 公園局は数千人規模の職員を擁しており、その業務は複数の部門（Divisions）に分

かれている。それぞれの部門は以下のような役割を担っている。 

 

（表２―４）公園局の各部署の概要38（2025 年７月時点） 

部署名 主な役割 

Capital Projects 

Division 
キャピタル・プロジェクト部門。公園施設の再設計・再建

を担当。スケートパークから修復事業まで、公園財産の改

善に取り組む。 

Concessions  収益部門。公園用地で収益を生む事業のコンセッション契

約の付与と管理を担当。レストランやスポーツ施設などの

サービスを管理し、事業機会の提供や新しいコンセッショ

ンの提案も受け付ける。 

Greenbelt Native Plant 

Center 
スタテンアイランドにある 13 エーカー（約 0.05 ㎢）の温

室・苗床・種子バンク複合施設。地域に適した種子や植物

を提供し、プロジェクト計画の指導や地域固有種に関心を

持つ人々への資源を提供する。 

GreenThumb 全米最大の都市園芸プログラム。550 以上の地域グループ

を支援し、コミュニティガーデンの創設・維持を通じて市

民参加の増加と地域の再生を促進。 

Historic House Trust  ニューヨーク市内の歴史的住宅博物館を監督する非営利団

体。各博物館の住所や開館時間の情報を提供。 

Marketing & Special 

Events  
広報・特別イベント部門。市民向けの無料イベントを多数

企画・運営。 

Natural Resource 

Group 

生物学者、自然資源管理者、地図科学者、修復生態学者の

チーム。都市の自然資源の保護・取得・修復のための管理

プログラムを策定・実施。 

 
38 NYC Parks「Divisions」［https://www.nycgovparks.org/about/divisions］（最終

検索日：2026 年１月 28 日） 

https://www.nycgovparks.org/about/divisions
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Urban Park Service  都市公園サービス部門。規則の施行、市民教育、環境保全

の推進、公園の安全確保、利用者のニーズへの対応を通じ

て公園と公共空間を保護。 

 

 このように、公園局は都市全体の緑地やレクリエーション機能を専門的かつ一元的

に管理できる組織体制を構築している。こうした専門職の集約と長期的な人材配置

は、公園を単なる「維持管理の対象」ではなく、「都市の基盤資産」として戦略的に扱

うための前提条件であり、人員や組織規模が限られる日本の小規模自治体にとって

は、広域的な連携や外部専門家との協働を検討するうえで一つの示唆となる。 

 

第４節 公民連携による管理体制 

 ニューヨーク市では先述の通り、市公園局が市内の公園を管轄する主要な主体である一

方で、その運営においては公民連携（Public-Private Partnership, PPP）の仕組みを

積極的に活用している。特に特定の公園を対象とするコンサーバンシー

（Conservancy）や商業地区を対象とする BID（Business Improvement District）制

度の下で設立された非営利組織が公園運営において重要な役割を果たしている。 

 コンサーバンシーは、特定の公園を対象に設立される非営利団体であり、市からの管理

委託費、企業や市民からの寄付、公園内の収益事業などを組み合わせて運営されている。

活動内容は団体によって異なり、ボランティアを中心としたプログラム実施にとどまる場

合もあれば、専門スタッフを雇用し包括的な管理を担う場合もある。代表的な例がセント

ラル・パーク・コンサーバンシー（CPC）である。同団体は 1980 年の設立以来、総額

10 億ドル以上を公園整備に投資し、現在は年間約 7,400 万ドルの予算を主に民間資金で

賄っている39。また、専門ガーデナーや清掃員を含む多数のスタッフを雇用し、公園全域

の維持管理を行っている。 

 一方、BID は、一定の区域内の不動産所有者や事業者が法的根拠に基づいて拠出金を

負担し、地区環境の改善を行うための制度であり、その実務は BID 制度の下で設立され

た非営利法人等の運営組織が担っている。ニューヨーク市には 70 以上の BID が存在

し、年間で約２億 700 万ドルが地域投資として活用されている40。その活動は、商業地

区の清掃、マーケティング、治安改善など多岐にわたるが、ブライアント・パーク・コー

ポレーション（BPC）のように公園の管理運営を担う例もある。BID の運営組織は市の

中小企業局との契約関係を基盤とし、公園を管理する場合には市公園局との間で別途ライ

センス契約を締結する必要がある。 

 
39 Central Park Conservancy 「Governance」

［https://www.centralparknyc.org/governance］（最終検索日：2026 年１月 28 日） 

40 NYC「BIDs - SBS」［https://www.nyc.gov/site/sbs/neighborhoods/bids.page］

（最終検索日：2026 年１月 28 日） 

https://www.centralparknyc.org/governance
https://www.nyc.gov/site/sbs/neighborhoods/bids.page
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 このような公民連携を制度的に支えているのが、公園局によるパートナーシップ制度で

ある。特に「戦略的パートナーシップ」と呼ばれる仕組みでは、コンサーバンシーや

BID 組織が市公園局とライセンス契約あるいは合意覚書（MOU）を締結し、包括的な運

営を担う。ライセンス契約は通常 10 年間（５年ごとに更新）とされ、日常管理、資金調

達、スタッフ雇用、プログラム策定まで幅広く担うことができる。日本の Park-PFI

が、個別施設の整備・運営に民間を導入するスキームであるのに対し、ニューヨークのコ

ンサーバンシーや BID 組織は、特定の公園や地区全体の運営・資金調達・プログラム企

画を包括的に担う点に特徴がある。 

 

（表２―５）戦略的パートナーシップの例41 

特定の公園を対象と

する 

コンサーバンシーな

どの NPO 

CPC 
年間 4,000 万人以上の訪問者がある

セントラル・パークを管理運営。 

Battery Park 

Conservancy 

マンハッタン南端の 10 ヘクタール

（約 0.1 ㎢）の沿岸にあるバッテリ

ーパークを管理。 

Friends of High Line  
高架線路の再開発でできた空中緑

道、ハイラインを運営。 

BID 組織 

Bryant Park 

Corporation  

ブライアント・パーク及びその近郊

を管轄する NPO。 

Hudson Yards / 

Hell’s Kitchen 

Alliance BID 

ポート・オーソリティ管轄のバスタ

ーミナルを含むハドソンヤード近郊

エリアを管轄。 

市全体で特定の活動

を行う NPO 

NY Restoration 

Project  

市全域で緑化空間改善や植樹など公

園修復事業を実施。 

City Park 

Foundation 

市全域の公園で環境教育や公共アー

ト、フィットネスなど様々な公園プ

ログラムを運営。 

地域コミュニティ団

体 

Lower East Side 

Ecological Center  

マンハッタンの Lower East Side に

あるコミュニティベースの環境団

体。 

 

 
41 島田智里「第 9 回 米国 NY 市のユニークな公民連携による公園管理（その 1）｜新・

公民連携最前線｜PPP まちづくり（2019 年５月 16 日発行）」

［https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/032300072/050800010/?P=4］（最終検

索日：2026 年１月 28 日） 

https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/032300072/050800010/?P=4
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（図２―９）公園整備における連携のイメージ図42 

 

［ニューヨーク市公園局の担当者への取材43］ 

 こうしたパートナーシップの仕組みについて、公園局の担当職員に話を聞いたところ、

まず行政側のメリットとしては限られた予算の中で多様なプログラムを実現できることに

あるとのことであった。パートナーシップを結ぶことにより、特に大規模な公園において

は、市の財源をほとんど使うことなく管理運営が可能になる。また、公園内での大規模イ

ベントも市の予算や人員を使用することなく開催が可能となり、地域の活性化、観光資源

化につながっている。 

 さらに、財源の仕組みとして、公園局が直接公園を管理する場合、公園事業で得られた

収益は市の一般財源へ使われるため、公園の管理に直結しない。一方、パートナーシップ

にて運営することで、公園事業における収益や寄付金等はそのまま管理団体の公園運営費

として活用されるため、最終的に公園局に還元されることになる。そのため、公園局とし

ても積極的にパートナーシップの提携を進めているとのことであった。 

 また、管理団体側のメリットとしては、組織のブランディングや PR 効果を得ることが

できる。ただし、このパートナーシップを結ぶにあたって、管理団体の選定が重要にな

る。民間企業に管理運営を任せるとは言え、あくまで公共施設であるため、公園を特定の

 
42 島田智里「第 9 回 米国 NY 市のユニークな公民連携による公園管理（その１）｜新・

公民連携最前線｜PPP まちづくり（2019 年５月 16 日発行）」

［https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/032300072/050800010/?P=4］（最終検

索日：2026 年１月 28 日） 

43 2025 年 11 月 25 日（火）15：00～17：00 に公園局本部を訪問、担当者３名に話を伺

った。その後、メール等でフォローアップを実施。 

https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/032300072/050800010/?P=4
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宣伝目的で使うことはできない。そのため、団体の選定にあたっては、過去の実績等から

公園を包括的に扱うことのできる能力があるかどうか、単発のイベントを実施するためだ

けの目的ではないか等を慎重に審査する必要がある。また、パートナーシップを結ぶにあ

たっては契約あるいは MOU にて役割や予算、プログラム内容等が明確に定義されてお

り、管理団体は公園局に対して活動内容や予算、成果等の実績を報告する義務がある。そ

れによって、パートナー団体との信頼を担保している。 

 一方、こうしたパートナーシップにおいて、市の職員と管理団体の職員の待遇差や熱量

の違いが課題になることもあるとのことであった。公園局の職員は Union worker であ

り、年金や福利厚生が担保されているが、民間の管理団体にはそういった仕組みがなく、

活動資金も自ら確保していく必要がある。そういった違いにより双方での温度差が生じる

こともあり、そこをいかに市としてバックアップしていくかが、健全なパートナーシップ

の構築のために不可欠であるとのことであった。また、先述の通り公園局は非常に細かな

部署に分かれており、パートナーシップの締結を担当する部署の他に企業スポンサーの対

応を行う部署などがあり、それぞれが専門性をもって対応している。ニューヨーク市公園

局では、そうした組織づくりがあるからこそニューヨーク市独自の制度設計の中で効率的

な運営ができているのだと考えられる。 

 

第５節 多様な公園の活用方法とその意義 

 日本において公園は、家族連れや子供の遊び場、高齢者の散歩の場といった用途が中心

であるというイメージが強い。それに対し、ニューヨーク市の公園は、世代を問わず幅広

い層に利用されており、若者や大人の交流の場としても活発に機能している。特にオフィ

ス街に近い公園では、平日の昼間からスーツ姿のビジネスパーソンがベンチやテーブルを

囲み、ランチを取りながら会話を交わす光景もよく見かける。観光客や学生、近隣住民と

いった異なる利用者層が同じ空間を共有し、それぞれの目的で公園を使いこなしている様

子が印象的である。このように、ニューヨーク市の公園は、特定の年齢層や用途に限定さ

れた空間というよりも、日常生活の延長線上にある「誰もが滞在できる居場所」として機

能している点が特徴であり、公園が市民の生活動線や働き方の中に自然に組み込まれてお

り、そこが日本の公園利用との大きな違いであると考えられる。 

 ニューヨーク市における公園の活用方法は多岐にわたり、以下のように整理できる。 

 

① レクリエーション・スポーツ施設としての利用 

 市内の公園には野球場、サッカー場、テニスコート、バスケットボールコート

など多様な運動施設が整備されており、年齢を問わず日常的にスポーツが行われ
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ている。近年ではアメリカ発祥の新興スポーツであるピックルボール44の人気が高

まり、専用コートの整備も進められている。また、小規模な公園にはフィットネ

ス器具や遊具が配置され、日常の健康維持や余暇活動に資する場として機能して

いる。 

 

  

  

（図２―10）公園でスポーツを行う様子45 

（左上：バスケットボール、右上：ピックルボール、 

左下：サッカー、右下：ソフトボール） 

 

［筆者の体験談］ 

 筆者も赴任１年目から地元の草野球チームに加わり、赴任期間中は定期的に公

園で野球を行っていた。筆者が参加したチームは、現地のアメリカ人、日本から

アメリカに移住した方や駐在員などさまざまなメンバーで構成されている。10 年

以上前に発足したこのチームは毎年 JAA（Japan America Association of New 

 
44 テニスやバドミントンを簡略化した米国発祥のスポーツで、小規模なコートで軽量ボ

ールをパドルで打ち合う。運動負荷が比較的低く、子どもから高齢者まで幅広い世代が楽

しめることから、公園や公共施設での導入が近年急速に進んでいる。 

45 2025 年９月３日、15 日、St. Vartan Park 及びセントラル・パークにて筆者撮影。 
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York：ニューヨーク日米協会）46が主催する野球リーグに参加しており、４月～

８月頃にかけて毎週日曜日の朝にセントラルパークあるいはマンハッタンの北東

に位置するランダルズアイランドの野球場で試合が行われる。同リーグには、10

～15 チームほどが参加しており、リーグ内で勝率の高かった上位４チームがプレ

イオフに進出でき優勝争いを行うが、筆者が参加した２年間で２回ともプレイオ

フに進出することができた。先述の通り、チーム内には現地企業で働く方、ニュ

ーヨーク市内の他の日系機関で働く方など様々な業種の方がおり、ネットワーキ

ングの場としても活用することができた。普段知り合うことのない方ともスポー

ツを通じて知り合うことができ、公園が単に憩いの場として存在しているだけで

なく、異なる背景を持つ人々が出会い、緩やかなつながりを形成する“ソーシャ

ル・インフラ”としても機能していることを肌で感じることができた。 

 

  

（図２―11）筆者が参加した野球チームの様子47 

 

② 文化・エンタメイベントの開催 

 公園では、野外コンサート、映画上映、ヨガ教室などのイベントが年間を通じ

て開催されている。これらの多くは無料で提供され、市民や観光客が気軽に参加

できることから、公園が地域文化の発信拠点としても位置づけられている。イベ

ント情報は公園局の公式サイトを通じて公開されており、とりわけ春から夏にか

けては市内各地で毎日のように文化イベントが展開されている。 

 

 
46 日米相互理解の促進と友好関係の強化を目的とする非営利団体で、ニューヨークを拠

点に活動。1907 年設立という長い歴史を持ち、ビジネス、文化、教育、公共政策など幅

広い分野で日米の架け橋となっている。 

47 2025 年６月 29 日、セントラル・パークにて筆者撮影。 
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（図２―12）公園で開催されているイベントの様子48 

 

 夏の間に実施される公園内での映画鑑賞イベントは特に人気で、シーズン中は

ニューヨーク市内のどこかの公園で毎日上映されている。大きな公園のみなら

ず、プレイグラウンド（子供向け公園）などの小さな公園でも実施されており、

大人から家族連れまで幅広い世代が楽しむことができ、夏の恒例イベントになっ

ている。ニューヨーク市内の各公園における映画の上映に関する情報は公園局の

ホームページから確認できる。 

 

  
（図２―13）市内公園での映画上映情報（公園局 HP で公開）49 

 

 
48 2024 年６月 12 日、2025 年９月３日、ブライアント・パーク及びセントラル・パーク

にて筆者撮影。 

49 NYC Parks 「Free Summer Movies」

［https://www.nycgovparks.org/events/free_summer_movies］（最終検索日：2026

年１月 28 日） 

https://www.nycgovparks.org/events/free_summer_movies
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［筆者の体験談］ 

 筆者も赴任期間中に、ニューヨーク市内の複数の公園において実施されている

野外映画上映イベントを訪問し、その参加状況や運営方法について比較観察を行

った。対象とした公園は、Brooklyn Bridge Park、Bryant Park といった観光

資源化が進んだ大規模公園に加え、Carl Schurz Park、Crack Is Wack 

Playground、Matthews-Palmer Playground、St. Vartan Park、Hell's 

Kitchen Park など、地域住民の利用を主とする近隣公園である。 

 まず、Brooklyn Bridge Park 及び Bryant Park では、上映開始時刻には芝生

エリアがほぼ埋め尽くされ、上映数時間前から場所取りが行われていた。参加者

に話を聞くと、場所を確保するため、芝生が開場される午後５時頃から公園を訪

れ、２、３時間ほどピクニックをしながら上映開始を待っていたとのことであっ

た。これらの公園は観光地としての知名度が高く、周辺にオフィス街や商業施

設、観光動線を抱えていることから、映画上映が都市の夜間レジャーや観光体験

の一部として機能していることがうかがえた。また、Brooklyn Bridge Park で

は、シーズン最終回の上映作品をオンライン投票で決定する仕組みも導入されて

おり、観客が企画段階から関与できる工夫が見られた。 

 一方で、Carl Schurz Park や Crack Is Wack Playground、Matthews-

Palmer Playground、St. Vartan Park、Hell’s Kitchen Park といった比較的

小規模な公園では、参加者数は 10～20 名程度にとどまる場合が多く、観光客より

も近隣住民や家族連れの姿が目立っていた。これらの公園における映画上映は、

集客を目的としたイベントというよりも、地域住民の日常的な文化サービスとし

ての性格が強いと考えられる。混雑はなく、子ども連れが気軽に参加できる雰囲

気が保たれていた点が印象的であった。 

 また、野外映画上映は雨天時には中止されることがあるものの、参加者数が少

ないことを理由に中止されることは基本的にないという運営方針が共通して見ら

れた。実際、上映開始時点では数名しか参加していない公園であっても上映は予

定通り行われ、途中から音や映像に気づいて立ち寄る来園者も見受けられた。こ

の点は、公園イベントが「人を集めるための施策」ではなく、誰でもアクセスで

きる公共的な文化機会の提供として位置づけられていることを示している。 

 また、一部の公園では無料でポップコーンが配布されており、来園者への小さ

な付加価値の提供を通じて参加の敷居を下げる工夫も見られた。上映開始前に

は、市議会議員からのメッセージビデオが放映されるケースもあり、本事業が自

治体と民間組織の連携のもとで実施されていることが来園者に明示されていた。

これは、公園イベントを単なる娯楽にとどめず、公共事業としての位置づけや正

当性を可視化する役割を果たしていると考えられる。 

 このように、野外映画上映イベントは、公園の規模や立地に応じて異なる役割

を担っており、観光型公園では都市のにぎわい創出や観光資源として、近隣型公

園では地域コミュニティを支える文化的基盤として機能している。参加者数にか
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かわらず継続的に実施される運営姿勢や、観客の関与を促す仕組みは、公園を

「みんなの場所」として支え合う市民意識の醸成につながっているといえる。 

 

  

（図２―14）Brooklyn Bridge 

Park50 
（図２―15）Bryant Park51 

  

（図２―16）Carl Schurz Park52 
（図２―17）Crack Is Wack 

Playground53 

 

 
50 2024 年８月 29 日、Brooklyn Bridge Park にて筆者撮影。 

51 2024 年６月 10 日、Bryant Park にて筆者撮影。 

52 2024 年６月８日、Carl Schurz Park にて筆者撮影。 

53 2024 年８月 15 日、Crack Is Wack Playground にて筆者撮影。 
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（図２―18）Matthews-Palmer 

Playground54 
（図２―19）St. Vartan Park55 

 

（図２―20）Hell's Kitchen Park56 

 

③ ボランティア活動の場 

 公園の維持管理においては市民ボランティアの役割が極めて大きい。清掃活動

や植栽、ガーデニングなど、誰もが参加可能な活動の機会が制度的に提供されて

おり、これにより、市民の主体的な関わりを通じた公共空間の維持とコミュニテ

ィ形成が促進されている。（詳細は後述）。 

 

④ 地域経済・観光の拠点 

 公園は地域経済の拠点としても活用されている。園内や周辺ではキッチンカ

ー、フリーマーケット、ホリデーマーケットなどが展開され、地元事業者の収益

機会を創出している。更に、セントラル・パークやブライアント・パークのよう

に、世界中から観光客を惹きつける場所も多く、都市観光資源として極めて重要

な役割を果たしている。 

 
54 2024 年６月 13 日、Matthews-Palmer Playground にて筆者撮影。 

55 2024 年５月 24 日、St. Vartan Park にて筆者撮影。 

56 2024 年５月 28 日、Hell's Kitchen Park にて筆者撮影。 
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（図２―21）公園近くに出店するキッ

チンカー57 

（図２―22）セントラルパーク周辺を

まわる観光用の馬車58 

  

（図２―23）各公園で実施されるマーケットの様子59 

 

⑤ 都市インフラ・防災の役割 

 公園は都市インフラとしての機能も有している。雨水貯留やグリーンインフラ

整備を通じて洪水防止やヒートアイランド現象の緩和等に寄与しており、これら

の取組は、ニューヨーク市の長期総合戦略「OneNYC」における持続可能性・レ

ジリエンス向上の柱とも密接に結びついている。 

 セントラル・パークの北部に位置する Jacqueline Kennedy Onassis 

Reservoir（ジャクリーン・ケネディ・オナシス貯水池）60 は、面積が 106 エー

 
57 2025 年９月３日、ブライアント・パークにて筆者撮影。 

58 2024 年４月７日、セントラル・パークにて筆者撮影。 

59 2025 年 12 月８日、2026 年１月９日、Union Square Park 及びブライアント・パー

クにて筆者撮影。 

60 Central Park Conservancy 「Reservoir」

［https://www.centralparknyc.org/locations/reservoir］（最終検索日：2026 年１月

28 日）  

https://www.centralparknyc.org/locations/reservoir
https://www.centralparknyc.org/locations/reservoir
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カー（約 0.43 ㎢）にも及ぶセントラル・パーク内最大の水域であり、19 世紀中

期のニューヨーク市の給水インフラとして建設された。給水機能は 1993 年に終了

したが、その広大な水面と周囲のランニングトラックは都市の重要な景観・レク

リエーション空間となっている。また、1994 年の改名以降、ジャクリーン・ケネ

ディ・オナシスの貢献を記念するランドマークとして市民・観光客に親しまれて

いる。現在も周囲の自然環境や公園の整備を通じて、歴史的・文化的価値を保ち

ながら活用されている。 

 

  

（図２―24）セントラル・パークの貯水池（地図は Google Map より）61 

 

 また、現在進行中のインフラ整備の代表例として、イーストサイド沿岸耐性強

化（East Side Coastal Resiliency：ESCR）プロジェクト62が挙げられる。

ESCR プロジェクトは、ニューヨーク市と連邦政府が共同で資金を提供する沿岸

保護イニシアチブであり、マンハッタン東側のイースト 25 丁目からモンゴメリー

ストリートに至る沿岸地域を対象として、沿岸暴風雨や海面上昇による洪水リス

クの低減を目的として実施されている。本プロジェクトの対象範囲は、100 年洪

水区域内に位置する地域のうち、海岸線に沿って地盤が比較的高くなっている自

然の「狭窄点（choke point）」と一致しており、南北から流入する水を遮断する

防護システムを構築しやすい地形条件を活用している点に特徴がある。 

 ESCR の主要な改修内容は、高潮時に機能する可動式フラッドゲートの設置

と、公園・園路・歩道を含む地盤のかさ上げであるが、単なる防災施設整備にと

どまらず、公園空間全体を防災インフラとして再構築することを目的としてお

り、日常利用と気候変動対策を両立させる都市型レジリエンス事業として位置づ

けられている。 

 

 
61 2025 年９月 15 日、セントラル・パークにて筆者撮影。 

62 NYC「East Side Coastal Resiliency」

［https://www.nyc.gov/site/escr/index.page］（最終検索日：2026 年２月４日） 

貯水池 

https://www.nyc.gov/site/escr/index.page
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（図２―25）プロジェクト実施位置（Google Map より、筆者追記） 

 

 本プロジェクトは、整備内容や都市構造の違いに応じて、Project Area 1 と

Project Area 2 の二つの区域に分けて段階的に進められている。 

 Project Area 1 は、モンゴメリーストリートからイースト 13 丁目付近にかけて

の区間で、主に East River Park を含むエリアである。この区域では、公園その

ものを洪水防護インフラとして機能させることを目的に、園地全体の地盤を大規

模に嵩上げする手法が採用されている。地盤は約 2.4〜3.0 メートル引き上げら

れ、防潮壁や可動式洪水ゲート、排水インフラの強化と組み合わせることで、連

続的な防災機能を確保している。園路や運動施設、緑地は嵩上げ後に再配置さ

れ、防災機能と日常的な公園利用を両立させる設計となっている点が特徴であ

る。この Area 1 は、「防災施設を後付けする」のではなく、公園そのものを防災

インフラへと転換するモデルとして、ESCR 全体の中でも象徴的な区間と位置づ

けられている。 

 一方、Project Area 2 は、イースト 13 丁目からイースト 25 丁目までの北側区

間であり、East River Park の外側に広がる市街地、道路、歩道、公共施設など

を含む区域である。この区域では、公園だけで防災機能を完結させるのではな

く、都市構造そのものに洪水防護機能を組み込む設計が採られている。具体的に

は、道路や歩道の嵩上げ、常設・可動式防潮壁の設置、洪水時に閉鎖可能なゲー

トの整備などを通じて、市街地と公園が一体となって水の侵入を防ぐ仕組みが構
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築されている。高密度な市街地においてもレジリエンスを確保するための実践的

な手法として位置づけられている点が、この区域の大きな特徴である。 

 ESCR 全体を通じて一貫しているのは、従来型の防潮堤のように地域を物理的

に分断するのではなく、洪水防護機能を公園や街路といった公共空間の中に溶け

込ませる考え方である。これにより、防災対策と同時にウォーターフロントのオ

ープンスペースやアクセス性の向上が図られ、公園は「非常時のみ機能する施

設」ではなく、平常時にも市民に利用されながら都市を守るインフラとして再構

築されている。 

 ESCR プロジェクトの建設は 2020 年秋に開始され、段階的に整備を進めながら

2026 年まで継続される計画である。本事例は、防災・減災対策を公園整備と一体

的に進めることにより、公園を都市のレジリエンスを支える重要なインフラとし

て再定義する取組であり、都市公園がレクリエーション機能にとどまらず、防

災・環境・都市政策を統合する装置として機能し得ることを示している。 

 

 

 

（図２―26）Project Area 1 及び Project Area 263 

 

 
63 NYC「Construction Project Areas for East Side Coastal Resiliency」

［https://www.nyc.gov/site/escr/project-updates/project-updates.page］（最終検索

日：2026 年２月 26 日） 

https://www.nyc.gov/site/escr/project-updates/project-updates.page
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（図２―27）ESCR の統合洪水防護システム64 

 

  

 
64 NYC「Resiliency and Flood Protection」

［https://www.nyc.gov/site/escr/about/resiliency-and-flood-protection.page］（最

終検索日：2026 年２月 26 日） 

https://www.nyc.gov/site/escr/about/resiliency-and-flood-protection.page
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第３章 事例分析：ブライアント・パークの取組 

第１節 ブライアント・パークの概要と特徴 

 先述の通りニューヨーク市における公園整備において、公民連携での体制づくりが重要

な役割を担っている。特に、ブライアント・パークは、規模こそ小さいものの、公共空間

を活用した民間主導の管理・運営の成功例として広く知られている。そこで、本章ではブ

ライアント・パークを例にとって、その管理運営の仕組みについて紹介する。 

 ブライアント・パークは、マンハッタンの中心部ミッドタウンに位置する約 9.6 エーカ

ー（約 0.04 ㎢）規模の公共公園である。敷地は５番街（5th Avenue）と６番街

（Avenue of America）及び 40 丁目と 42 丁目に囲まれ、東側にはニューヨーク公共図

書館の本館が隣接している。都心部の一等地に立地しながら豊かな緑地空間を有してお

り、年間約 1,200 万人以上が訪れる、ニューヨークを代表する都市公園の一つである65。 

 

 
（図３―１）ブライアント・パークの立地（Google Map より） 

 

 公園内には 2002 年に設置された常設のメリーゴーラウンド「Le Carrousel」があ

り、フランス風の繊細な装飾が施された小規模な施設として、子ども連れの家族を中心に

人気を集めている。また、「ニューヨークで最も美しい」と評される公共トイレは、公園

 
65 Bryant Park Corporation「Bryant Park NYC」［https://bryantpark.org/］（最終

検索日：2026 年１月 28 日） 

https://bryantpark.org/
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を象徴する存在である。大理石や真鍮を用いた内装や花・音楽による演出、徹底した清掃

管理により、利用者に快適な環境を提供している。 

 更に、無料 Wi-Fi や約 40 基の屋外コンセント、携帯充電施設などが整備されており、

観光客だけでなくオフィス街のビジネスパーソンにとっても利便性が高い。こうしたアメ

ニティの充実は、公園を単なる緑地ではなく「都市の共有リビングルーム」として機能さ

せている。 

 このように、ブライアント・パークはその立地条件、利用規模、快適性やデザイン性と

ともに独自の運営形態や経済効果が高く評価されており、ニューヨーク市における公園政

策の象徴的事例として位置づけられる。 

 

  

（図３―２）公園内の芝生エリア66 （図３―３）常設のメリーゴーランド67 

  

（図３―４）公園内のトイレ外観68 
（図３―５）便座に自動で装備される衛生

シート69 

 

 
66 2024 年５月 19 日、ブライアント・パークにて筆者撮影。 

67 2024 年４月６日、ブライアント・パークにて筆者撮影。 

68 2025 年９月３日、ブライアント・パークにて筆者撮影。 

69 2025 年６月９日、ブライアント・パークにて筆者撮影。 
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第２節 再生の歴史：荒廃から賑わいの場へ 

 ブライアント・パークは現在、年間約 1,200 万人が訪れる都市のオアシスとして知ら

れているが、その姿に至るまでには数度の変遷を経験してきた70。 

 起源をたどると、現在の敷地は 1686 年に公有地として指定され、19 世紀初頭には貧

困者の埋葬地（Potter’s Field）として利用されていた。その後、1839～42 年にはクロ

トン給水池（Croton Distributing Reservoir）が建設され、ニューヨーク市初の近代的

上水道システムの一部として重要な役割を果たした。1853 年には、給水池西側の敷地に

ガラスと鉄で造られたニューヨーク・クリスタルパレスが建設され、産業博覧会が開催さ

れたことにより、この地は市民と観光客が集う大規模な催事空間となった。更に 1934 年

には、建築家ルスビー・シンプソンらによるフランス古典主義様式の再設計が行われ、現

在も残る大芝生や並木道、噴水広場が整備された。こうしてブライアント・パークは『歴

史的ランドマーク』としての性格を帯びる一方で、20 世紀後半には、財政難と治安悪化

という都市問題を色濃く映し出す空間へと変質していった。 

 

  

  

（図３－６）各施設の写真及びイメージ図71 

（左上：Potter’s Field、右上：Croton Distributing Reservoir、左下：ニューヨー

ク・クリスタルパレス、右下：1934 年に再開園したブライアント・パーク） 

 
70 Bryant Park Corporation「History」［https://bryantpark.org/the-

park/history］（最終検索日：2026 年１月 28 日） 

71 Bryant Park Corporation「History」［https://bryantpark.org/the-

park/history］（最終検索日：2026 年１月 28 日） 

https://bryantpark.org/the-park/history
https://bryantpark.org/the-park/history
https://bryantpark.org/the-park/history
https://bryantpark.org/the-park/history
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 1970 年代に入ると、ニューヨーク市の財政危機と治安悪化の影響を受け、公園は荒廃

した。薬物常用者やホームレスが多数集まり、「Needle Park（注射針の公園）」と呼ば

れるほどに危険な場所となり、市民が安心して立ち入ることができない状況に陥った。こ

うした状況を前に、『公共空間のあり方そのものを変えなければならない』という危機感

が、市や周辺の不動産オーナーの間で共有されるようになった。 

 転機となったのは 1980 年である。市と周辺ビルのオーナーが協力して Bryant Park 

Restoration Corporation（BPRC）を設立し、民間の知見と資金を取り入れた新たな管

理運営体制の試みが始まった。ロックフェラー財団の支援やアーバンデザイナーの提案を

受け、治安改善や芝生の整備、フェンス改修、イベント導入などが段階的に実施された。

特に 1988 年以降の再設計プロジェクトでは、入口の開放、照明や園路の改善、レストラ

ンや売店の設置が進められ、活動拠点としての機能が高められた。 

 1992 年のリニューアルオープン後、ブライアント・パークは市民・観光客が安心して

集う場所として復活し、ランチタイムには数千人が芝生に集まるほどの賑わいを見せるよ

うになった。治安は劇的に改善され、周辺の不動産価値も上昇するなど、都市再生の成功

事例として広く認知されるに至った。 

 

（表３―１）ブライアント・パークの歴史72 

年 出来事 内容・特徴 

1686 公有地指定 ニューヨーク植民地総督トマス・ドンガンが現在

の敷地を公共用地に指定。 

1822–23 貧困者の墓地 市の管轄下に入り、翌年から墓地として利用。

1840 年に廃止。 

1839–42 クロトン給水池建設 花崗岩の巨大壁に囲まれた４エーカー（約 0.016

㎢）の配水池。市初の近代水道システムの一部。 

1853 ニューヨーク・クリ

スタルパレス建設 

ロンドン博覧会を模した展示施設。100 万人以上

が来場。1858 年に火災で焼失。 

1853 ラッティング展望塔

建設 

当時市内で最も高い 315 フィートの展望塔。1856

年に火災で焼失。 

1860 年代 南北戦争期 北軍兵舎として使用。1863 年の徴兵暴動で孤児院

が焼失する事件も発生。 

1884 「ブライアント・パ

ーク」に改称 

詩人・新聞編集者・市民改革家ウィリアム・カレ

ン・ブライアントを記念して命名。 

1911 ニューヨーク公共図

書館本館完成 

公園の東側に図書館が竣工。背後にテラスや休憩

所が設置。 

1920 年代 地下鉄建設による閉

鎖 

IRT 建設工事のため北半分が長期間閉鎖され、資

材置き場として利用。 

 
72 Bryant Park Corporation「History」［https://bryantpark.org/the-

park/history］（最終検索日：2026 年１月 28 日） 

 

https://bryantpark.org/the-park/history
https://bryantpark.org/the-park/history
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1934 再設計と再開園 フランス古典主義様式に基づき大芝生、並木、噴

水などを整備。９月 14 日再開園。 

1974 景観ランドマーク指

定 

市ランドマーク保存委員会により「景観ランドマ

ーク」に指定。 

1970-80

年代 

荒廃期 犯罪多発、薬物常用者が集まり「Needle Park」

と呼ばれる。 

1980 BPRC 設立 市と民間が協力し、抜本的な再生計画を開始。 

1988 再設計案承認 入口改修、照明・園路改善、レストラン・売店整

備などを計画。 

1992 リニューアルオープ

ン 

文化イベントや商業活動を取り入れ、安全でにぎ

わう都市空間へと再生。 

 

第３節 管理団体（Bryant Park Corporation）の組織と運営手法 

 ブライアント・パークの現在の姿を支えているのが、ブライアント・パーク・コーポレ

ーション（Bryant Park Corporation, 以下 BPC）である。BPC は 1980 年、都市マネ

ジメントの専門家ダニエル・ビーダーマンと、タイム社元会長アンドリュー・ハイスケル

により設立され、ロックフェラー兄弟基金の支援を受けて誕生した非営利の民間運営組織

である73。設立の直接の背景には、先述の 1970 年代に深刻な荒廃に陥ったブライアン

ト・パークを再生する必要性があった。 

 BPC はニューヨーク市の BID（Business Improvement District）制度に基づいて

運営されている。BID とは、先述の通り、特定区域の不動産所有者や事業者が協力して

拠出する賦課金を財源とし、区域の環境改善や経済活性化を図る仕組みである。BPC の

場合、区域内の不動産所有者が負担する賦課金を市が徴収し、BPC に配分することで基

礎的な財源が確保される。 

 更に BPC は、スポンサー収入、イベント収益、飲食施設の賃料、営業権収入などを積

極的に活用し、公共資金に依存しない自立的な運営を確立している。特に冬季に開催され

る「Winter Village」は収入の６割を占める中核事業であり、公園が単なる憩いの場に

とどまらず、都市経営の資源として活用されていることを示している。 

 BPC が公表した 2024 年度の財務報告74によれば、総収入は約 3,004 万ドルであり、

その内訳の約 60%を Winter Village 関連収入が占める。BPC の収入のうち BID 賦課金

 
73 Bryant Park Corporation 「About Us」［https://bryantpark.org/?/about-us］（最

終検索日：2026 年１月 28 日） 

74 Bryant Park Corporation「Bryant Park Corporation and Bryant Park 

Management Corporation Consolidated Financial Statements（2024 年６月 30 日

発行）」

［https://bryantpark.org/assets/uploads/documents/general/FY24_BryantParkCo

 

https://bryantpark.org/?/about-us
https://bryantpark.org/assets/uploads/documents/general/FY24_BryantParkCorporationandBryantParkManagementCorporation_FS.pdf
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は約 8%を占めるのみで、大部分をイベント収益や賃貸収入が占めている。一方、支出は

約 2,950 万ドルで、そのうち約 43%が Winter Village 関連経費に充てられている。清

掃・警備・園芸管理・プログラム運営といった日常的な維持管理に加え、レストランや売

店といった収益事業もあわせて運営している点に特徴がある。 

 BPC は理事会を中心に運営されており、地元の不動産オーナーや企業経営者、地域団

体の代表が参加している。意思決定は地域全体の利益を反映させる形で行われ、公園と周

辺街区の清掃、安全対策、イベント運営、美化・景観整備に責任を持つ。また、BPC は

その革新的な公共空間運営手法が高く評価され、ニューヨーク市内外で数多くの賞を受賞

してきた。ニューヨーク・タイムズなど主要メディアでも繰り返し紹介されており、「公

民連携による公共空間マネジメントの先駆的成功例」として位置づけられている。日本の

多くの公園が自治体予算に大きく依存しているのに対し、BPC は BID 賦課金を呼び水と

しながらも、収入の大部分をイベントやテナント賃料などの事業収入で賄っている点に特

徴がある。 

 

（表３―２）BPC の収入一覧（2024 年度の財務報告より） 

内訳 金額（$） 
割合

（%） 

BID 賦課金 2,500,000 8.3 

Winter Village 関連収入（スポンサー料含

む） 
18,235,280 

60.7 

スポンサー収入 2,379,408 7.9 

レストラン・カフェの賃貸 2,503,588 8.3 

公園使用料 1,315,159 4.4 

営業権収入（Concessions） 2,730,727 9.1 

利息収入（Interest） 224,339 0.7 

その他 157,441 0.5 

計 30,045,942 100.0 

 

（表３―３）BPC の支出一覧（2024 年度の財務報告より） 

内訳 金額（$） 
割合

（%） 

資本プロジェクト（公園） 2,087,504 7.1 

資本プロジェクト（レストラン） 18,619 0.1 

公園管理 3,003,532 10.2 

警備 2,180,611 7.4 

小売業支援・プロモーション 1,149,129 3.9 

公共イベント 2,494,789 8.5 

 

rporationandBryantParkManagementCorporation_FS.pdf］（最終検索日：2026 年

１月 28 日） 

https://bryantpark.org/assets/uploads/documents/general/FY24_BryantParkCorporationandBryantParkManagementCorporation_FS.pdf
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Winter Village 関連支出 12,563,831 42.6 

公園プログラム 1,835,546 6.2 

メリーゴーランド 570,091 1.9 

読書スペース 579,755 2.0 

園芸管理 782,888 2.7 

一般管理費 1,974,244 6.7 

資金調達のための経費 262,518 0.9 

計 29,503,057 100.0 

 

第４節 多彩な活動プログラム 

 ブライアント・パークは、その立地やアメニティの充実に加え、年間を通じて多彩なプ

ログラムやイベントが実施されている。ヨガやダンス、読書会、フリーマーケット、野外

コンサートなど、日常的に多様な催しが行われており、更に冬には芝生広場がアイススケ

ートリンクに姿を変えるなど、季節ごとに異なるテーマを楽しむことができる。これらの

プログラムは無料で参加できるものが多く、市民から観光客まで幅広い層に開かれてい

る。また、公園には卓球台、ボードゲーム、読書スペースなど、誰もが自由に楽しめる常

設のアクティビティが整備されている。いずれも無料（メリーゴーラウンドを除く。）で

利用でき、日常的に市民の憩いと交流を支えている。 

 

  

（図３―７）公園に常設されているチェスボードや卓球台75 

 

１ 野外映画上映イベント 

 ブライアント・パークの象徴的な夏のプログラムが、毎年６月から８月にかけて開

催される野外映画上映イベントである。2025 年には第 32 回目のシーズンを迎え、ニ

ューヨークの夏の恒例行事として広く定着している。映画は毎週月曜日の夜に、公園

中央の芝生広場に設置された巨大スクリーンで上映される。上映は日没後の午後８時

 
75 2025 年９月３日、ブライアント・パークにて筆者撮影。 
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頃に開始されるが、芝生スペースは午後５時から開放され、既にその時点で多くの来

場者が集まり始める。観客は家族連れ、カップル、友人グループ、観光客など多様で

あり、世代や背景を問わず楽しめる点が特徴である。 

 このイベントは 1992 年に「Bryant Park Summer Film Festival」として始まっ

た76。発案者は当時の BPC エグゼクティブ・ディレクターであるダニエル・ビーダー

マン氏であり、郊外で見かけた屋外映画イベントから着想を得て、HBO の支援を受け

て実現に至った。当時のミッドタウンは治安が悪く、夜間に人を呼び込むことは大き

な挑戦と見なされていたが、この上映会は安全性を示す試みとしても重要な役割を果

たした。その後、上映作品は主に 1970 年代以前のクラシック映画を中心に構成さ

れ、現在も幅広い層が楽しめる文化的プログラムとして継続している。 

 このように野外映画上映は、単なる娯楽にとどまらず、公園の安全性を高め、都市

空間に人々を呼び戻す契機となった点で、ブライアント・パークの再生と持続的な発

展を象徴する取組の一つである。行政主導の治安対策だけではなく、『人が集まること

で安全をつくる』というソフト面のアプローチを体現した取組と評価できる。 

 

  

（図３―８）映画上映の様子（芝生部分は参加者で埋め尽くされる）77 

 
76 Bryant Park Corporation「Bryant Park Movie Series Perseveres」

［https://bryantpark.org/blog/bryant-park-movie-series-perseveres］（最終検索

日：2026 年１月 28 日） 

77 2024 年６月 10 日、ブライアント・パークにて筆者撮影。 

https://bryantpark.org/blog/bryant-park-movie-series-perseveres
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（図３―９）2025 年度の上映プログラム（詳細は公式 HP より確認可能）78 

 

２ Winter Village 

 夏には映画上映やヨガ、ピクニックなどに利用される芝生広場も、冬季には大きく

姿を変える。例年 10 月下旬から翌年１月上旬にかけて、芝生部分が全面的にアイスス

ケートリンクに転換され、その周囲にはホリデーマーケットが設置される。この

「Winter Village」は、Bank of America をメインスポンサーとして開催されてお

り、ニューヨークの冬の風物詩として広く定着している79。 

 歴史をたどると、2002 年に「Holiday Shops」として初めて導入された。当初は、

ドイツの伝統的なクリスマスマーケット（Christkindl market）をモデルとし、約

80 店舗が出店する比較的小規模なものであった。その後、2005 年に芝生広場に入場

無料のアイススケートリンクが設置されたことによって、公園全体が冬季の観光拠点

として機能するようになり、現在の「Winter Village」としての基本形が確立され

た。以降、出店規模は拡大を続け、近年では 170 を超える店舗が集まる大規模なホリ

デーマーケットへと発展している。 

 ホリデーマーケットには、ニューヨーク市及びその周辺地域を拠点とする小規模ビ

ジネスやクリエイターが多数出店し、アパレル、アート、ギフト雑貨、スイーツなど

多様な商品を提供している。地元の起業家や職人を支援する場としても重要であり、

単なる商業イベントにとどまらず、地域経済の活性化と文化的交流を促進する拠点と

して機能している。来場者数は非常に多く、シーズンを通して数百万人規模が訪れる

人気イベントであり、観光資源としても大きな役割を果たしている。Winter Village

 
78 Bryant Park Corporation「Paramount+ Movie Nights at Bryant Park NYC」

［https://bryantpark.org/activities/movie-nights］（最終検索日：2026 年１月 28

日） 

79 Bryant Park Corporation「Ice Skating, Holiday Shops, The Lodge, and much 

more at New York City's Bryant Park」［https://bryantpark.org/activities/bank-

of-america-winter-village-at-bryant-park］（最終検索日：2026 年１月 28 日） 

https://bryantpark.org/activities/movie-nights
https://bryantpark.org/activities/bank-of-america-winter-village-at-bryant-park
https://bryantpark.org/activities/bank-of-america-winter-village-at-bryant-park
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は BPC の財政を支える中核事業であると同時に、公園空間を通じた冬季の観光・商業

振興の装置として位置づけられている。 

 

  

（図３―10）芝生部分に設置されるアイススケートリンク80 

  

（図３―11）Winter Village の様子（巨大なクリスマスツリーも設置）81 

 

  

 
80 2025 年１月 20 日、ブライアント・パークにて筆者撮影。 

81 2025 年 11 月 22 日、ブライアント・パークにて筆者撮影。 
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第４章 地域・民間との連携メカニズム 

第１節 ボランティアの役割と育成 

 米国社会において、ボランティア活動は公共サービスを支える不可欠な要素であり、世

代や属性を問わず幅広い層が参加している点に特徴がある。日本では主に定年後の高齢者

が地域奉仕の一環として従事するケースが多いのに対し、米国では学生や社会人を含む多

様な層が関与しており、教育・キャリア形成・ネットワーキングの一環として積極的に参

加している。このような文化的背景により、ボランティアは単なる「善意活動」ではな

く、自己の成長と公共への貢献を結びつける社会的行為として位置づけられている82。 

 このような傾向は、公園の管理・運営においても顕著にみられる。公園の基本的な所

有・管理は市公園局やコンサーバンシー等の非営利組織が担っているが、実際のイベント

運営、清掃、植栽、案内、教育支援などの多様な活動はボランティアの参加によって成り

立っている。ニューヨーク市では、公園局が「Volunteer Program」を制度化し、市民

が緑地の美化や清掃、植栽、自然保護、イベント補助など多様な活動に参加できる仕組み

を整えている。2025 年には同プログラムの累計参加者が 100 万人を突破し、累計活動時

間は２億時間超に達した83。代表的な取組には、全市規模の清掃活動「It’s My Park」

や、550 以上のコミュニティガーデンを支援する「GreenThumb84」があるが、特に

GreenThumb では、活動功労者を表彰する「Garden Recognition Awards」が実施さ

れ、参加者のモチベーション維持につながっている85。 

 また、特定の公園を管理するコンサーバンシー等の民間組織も独自にボランティアを組

織化している。たとえば Central Park Conservancy では約 400 人の登録ボランティア

が年間 50,000 時間以上の活動を行い、公園ガイド、園芸補助、イベント運営、観光案内

 
82 米国におけるボランティアの一例として、JET プログラム同窓会組織（JETAA）の活

動が挙げられる。JETAA は元参加者によって構成され、日本文化や国際交流の普及を目

的に全米各地で活動しており、全てがボランティアによって支えられている。筆者も実務

を通じて彼らと協働する機会があったが、多様な職業に従事しながら時間を割いて活動す

る姿勢は、米国社会におけるボランティア意識の高さを象徴するものであるといえる。 

83 NYC Parks 「Press Releases」［https://www.nycgovparks.org/news/press-

releases?id=22250&utm］（最終検索日：2026 年２月４日） 

84 NYC Parks 「GreenThumb Main Page」

［https://www.nycgovparks.org/greenthumb］（最終検索日：2026 年２月４日） 

85 NYC Parks 「Join the Celebration of Community Gardening this Season」

［https://newsletters.nycgovparks.org/index.php?action=social&c=6c42b03ef24ab

04cafe5e3e55949ebb6.116445&utm］（最終検索日：2026 年２月４日） 

https://www.nycgovparks.org/news/press-releases?id=22250&utm
https://www.nycgovparks.org/news/press-releases?id=22250&utm
https://www.nycgovparks.org/greenthumb
https://newsletters.nycgovparks.org/index.php?action=social&c=6c42b03ef24ab04cafe5e3e55949ebb6.116445&utm
https://newsletters.nycgovparks.org/index.php?action=social&c=6c42b03ef24ab04cafe5e3e55949ebb6.116445&utm
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など幅広く携わっている86。更に、年次レセプションや研修、感謝イベントなどの

Volunteer Recognition（表彰制度）を導入し、活動の質と持続性を高めている点も特徴

的である。 

 このように、ニューヨーク市の公園におけるボランティア活動は、行政・NPO・地域

住民が協働する制度的枠組みの中に組み込まれている。日本に比べ活動領域は格段に広

く、清掃や植栽にとどまらず、教育・文化イベントや観光案内にまで及んでいる。そこに

は「行政に任せる」ではなく「自ら育て上げる生活空間」として公園を捉える市民意識が

強く働いており、持続的な市民参加の基盤となっている。 

 

１ 体験談・参加者の声を通じた実感的紹介 

 ここでは、筆者が 2025 年 10 月５日に実際に参加したニューヨーク市内の公園で行

われているボランティア活動「Tree Count 2025」の様子を紹介する。このプログラ

ムは、公園局が約 10 年に１度実施している樹木調査であり、市内の公園及び街路樹を

対象に、樹種、幹の直径、健康状態、構造的リスク等を把握することを目的としてい

る。公園局の公式ウェブサイト87によれば、収集されたデータは、今後の剪定計画や更

新計画、倒木リスク管理、さらには気候変動への適応策やヒートアイランド対策な

ど、都市の緑地政策全般に活用されるとされている。 

 本プログラムへの参加は、公園局が運営する公式ウェブサイト上のボランティア募

集ページから行った。公園局ホームページのボランティア一覧（図４－１）には、公

園清掃、植栽、イベント補助、環境教育など多様なプログラムが掲載されており、

Tree Count 2025 もその一つとして位置づけられている。参加希望者は、日時・場所

を選択した上で、氏名や連絡先等の必要事項を入力するだけで申し込みが完了する仕

組みとなっており、申し込み後には、集合場所、持ち物、服装、天候時の対応、使用

するアプリの事前ダウンロード等について記載された案内メールが自動送信され、当

日に向けた準備を行うことができた。特別な資格や経歴は求められず、誰でも気軽に

参加できる点が印象的であった。このように、ニューヨーク市では、公園ボランティ

アへの参加が、特定の団体や個人に限られるものではなく、オンライン上の共通プラ

ットフォームを通じて広く開かれている。参加のハードルを低く設定しつつ、必要な

情報やサポートを事前に提供する仕組みが整備されていることは、市民参加を継続的

に促す上で重要な要素であると感じられた。 

 

 
86 Central Park Conservancy「Institute for Urban Parks（2014 年 10 月 23 日発

行）」［https://assets.centralparknyc.org/pdfs/institute/p2p-events/CPC-Seminar-

2014-10-23-Volunteers.pdf?utm］（最終検索日：2026 年２月４日） 

87 NYC Parks 「HUB site - TreesCount2025」［https://treescount-2025-

nyc.hub.arcgis.com/］（最終検索日：2026 年２月４日） 

https://assets.centralparknyc.org/pdfs/institute/p2p-events/CPC-Seminar-2014-10-23-Volunteers.pdf?utm
https://assets.centralparknyc.org/pdfs/institute/p2p-events/CPC-Seminar-2014-10-23-Volunteers.pdf?utm
https://treescount-2025-nyc.hub.arcgis.com/
https://treescount-2025-nyc.hub.arcgis.com/
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（図４―１）公園でのボランティア実施状況（公園局 HP で公開）88 

 

 本ボランティア活動は、ニューヨーク市内のさまざまな公園で実施されているが、

筆者が参加したのは、マンハッタン北西部に位置し、コロンビア大学に隣接する

Morningside Park で実施された回である。当日は、公園入口に集合し、パークレン

ジャーの案内で受付場所へ移動した。約 30 名の参加者が集まり、学生、教員、近隣住

民などその属性は多様であった。参加者は事前に専用アプリをダウンロードしておく

ことが求められ、受付後には樹木調査に必要な道具一式（メジャー、ガイドマップ、

キャップ、ピンバッジ、ステッカー等）が入ったトートバッグが配布された。 

 活動はレンジャーによる約 20 分間のトレーニングから始まった。内容は、樹種の見

分け方、幹の直径や樹高の測定方法、健康状態の評価項目、危険樹木の判定ポイント

などであり、その後、３〜５人のグループに分かれて公園内の担当区画89に向かった。

樹木調査はアプリを用いて各樹木の位置情報、幹のサイズ、健康状況、虫害や倒木リ

スクの有無などを入力する形で進められた。 

 筆者のグループには、中学校で理科を教える教員と、コロンビア大学で森林につい

て学ぶ学生が参加しており、いずれも今回が初参加であった。教員は「授業や研究に

役立てたい」、学生は「将来のキャリアにつながる実地経験を積みたい」と話してお

り、ボランティア活動が学習や研究の一環として位置づけられていることが印象的で

あった。活動中、パークレンジャーは定期的に各グループを巡回し、樹種の判定やア

プリ操作について随時サポートを行っていた。 

 
88 NYC Parks 「Volunteer」［https://www.nycgovparks.org/events/volunteer］（最

終検索日：2026 年２月４日） 

89 アプリ上のマップを見ながら調査が未実施の区画を確認し、その区画を予約すること

で他のグループとのバッティングを防ぐ仕組みになっている。 

https://www.nycgovparks.org/events/volunteer
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 時間内に担当区画の全ての樹木を調査することはできなかったが、残りは後日に自

主的に実施することも可能であると説明された。活動終了後はレンジャーに報告を行

い、その場で解散となった。調査中には、公園利用者から「何をしているのか」と声

を掛けられる場面も多く、市民の関心の高さとともに、調査活動そのものが環境教育

の契機ともなっていることが感じられた。 

 このように、Tree Count プログラムは、市民ボランティアの力を借りて膨大な緑

地の実態を把握すると同時に、参加者にとっては自然や公園管理への理解を深める学

習機会にもなっている。単なる労働力の提供ではなく、「調査の一員として都市の緑

を守る」という当事者意識を育む点に、このプログラムの意義があるといえる。 

 

   
（図４―２）実際のアプリ画面（黄色の点で示されているのが調査対象の木の位置） 

  

（図４―３）パークレンジャーによる説明
90 

（図４―４）調査の様子91 

 
90 2025 年 10 月５日、Morningside Park にて筆者撮影。 

91 2025 年 10 月５日、Morningside Park にて筆者撮影。 
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（図４―５）配布された道具一式92 （図４―６）木の種類判別用ガイド93 

 

２ 運営の声 

 活動後、パークレンジャーや担当スタッフに話を聞いたところ、いくつか印象的な

点があった。まず、Tree Count のような調査は、公園管理における意思決定の基礎

データを形成する重要な事業であり、行政職員のみで実施することは人員・時間の両

面から現実的ではないという話であった。特に、車両が入れない園路や斜面部などで

は、人力による調査が不可欠であり、ボランティアの参加がなければ調査範囲を十分

にカバーすることができないとのことであった。 

 次に、スタッフは「ボランティアを“手伝ってもらう人”ではなく、“一緒に公園を守

るパートナー”として扱うことを重視している」と述べていた。そのため、活動前の丁

寧なトレーニングや、記念品の配布、活動後のフィードバック提供などを通じて、「自

分の時間と労力が公園の安全や質の向上に確かに役立っている」と感じてもらえるよ

う工夫しているとのことであった。 

 最後に、「一度参加した人が、別のプログラムや別の公園の活動にも参加してくれる

ケースが多い」とのことで、単発のイベントをきっかけに、継続的なボランティアコ

ミュニティが形成されている様子がうかがえた。スタッフは、「ボランティアは単なる

無償労働ではなく、コミュニティづくりそのものだ」という認識を共有しており、こ

うした価値観がニューヨークの公園を支える文化的基盤となっていると感じられた。 

 

３ 活動後のフォローアップと継続的参加の仕組み 

 活動終了後、筆者のもとには、公園局（Trees Count 2025 運営チーム）から複数

回にわたりフォローアップのメールが送付された。これらの連絡は、単なる事後報告

 
92 2025 年 10 月５日、筆者撮影。 

93 NYC Parks 「Tree Count 2025」［https://treescount-2025-

nyc.hub.arcgis.com/］（最終検索日：2026 年２月４日） 

https://treescount-2025-nyc.hub.arcgis.com/
https://treescount-2025-nyc.hub.arcgis.com/
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にとどまらず、調査活動の継続、運用ルールの共有、次期参加への導線を含むもので

あり、ボランティアを継続的な協力者として位置づけている点が特徴的であった。 

 まず、シーズン終盤に送付されたメールでは、2025 年シーズンが 11 月５日をもっ

て一区切りとなることが示されるとともに、それまでの期間においては「個人での調

査」「友人と一緒での参加」「公式イベントへの参加」など、柔軟な形で調査を継続で

きることが案内されていた。また、全てのイベント情報が公式サイト上に集約されて

おり、参加者が自ら関与の度合いを選択できる設計となっている点も印象的であっ

た。 

 加えて、運営側は調査精度の確保に向けた細かな情報共有も行っていた。秋季の落

葉期に対応するため、樹木の葉の健康状態を評価する項目に「季節的な落葉による判

別困難（Undetermined – Seasonal leaf drop）」という新たな選択肢が追加された

ことが説明されており、参加者が判断に迷う場面を想定した実務的な配慮がなされて

いた。これは、市民ボランティアによる調査を前提としつつ、データの質を担保しよ

うとする運営側の姿勢を示すものである。 

 さらに、Tree Count プログラムは年間を通じた事業として設計されており、通常

シーズン終了後も、冬季には「Winter Tree ID Training（冬季樹木識別研修）」が実

施されることが案内されていた。これらの研修を受講した参加者は、葉のない冬季に

おいても調査アプリへのアクセスが可能となり、季節に応じた形で活動を継続でき

る。研修情報についても、専用フォームを通じて希望者に案内される仕組みが整備さ

れており、参加意欲を持つ市民が取り残されない設計となっている。 

 また、別のフォローアップメールでは、シーズン全体の成果が数値として共有され

ていた。本年度は、市内 628 の公園において、延べ 2,601 名のボランティアが参加

し、合計 46,739 本の樹木が調査されたと報告されており、参加者一人ひとりの貢献が

都市規模の成果へと結びついていることが可視化されていた。あわせて、アンケート

への協力依頼がなされ、参加者の意見を次年度の運営改善に反映させる姿勢も示され

ていた。 

 このように、Tree Count プログラムにおけるフォローアップは、①成果の共有、②

調査手法の継続的改善、③次の参加機会の提示、④参加者の声の収集という要素から

構成されており、ボランティア活動を単発のイベントではなく、循環型の市民参加プ

ロセスとして成立させている。活動後のコミュニケーションまで含めて制度設計され

ている点に、ニューヨーク市における公園ボランティア制度の成熟度と、行政と市民

のパートナーシップを重視する姿勢が端的に表れているといえる。Tree Count は、

市民ボランティアを活用した効率的な調査手法であると同時に、都市の緑地管理に市

民を主体的に関与させる仕組みとして機能している。単なる労働力の提供ではなく、

学習・参加・データ活用を一体化した制度設計により、「公園を自ら支える主体」とし

ての市民意識を育成している点に、本プログラムの大きな特徴がある。このような参

加型モデルは、ニューヨーク市における公園管理を支える人的・文化的基盤の一端を

示すものと考えられる。 
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第２節 企業からの寄付・スポンサーシップの仕組み 

 ニューヨーク市における公園の整備にはボランティア活動に加え、企業や個人からの寄

付やスポンサーシップが極めて重要な役割を果たしている。特に、セントラル・パークや

ブライアント・パークのように観光・文化資源として市の経済発展に寄与する大規模公園

では、その維持に莫大な費用を要するため、民間資金の導入が制度的に確立されている。 

 セントラル・パークでは、年間でおよそ１億ドル近い個人寄付等が集まり、運営費の約

75%を民間資金で賄っているとされる94。また、管理主体である CPC は、2020 年から

2027 年までの７か年計画「A Plan for the Stewardship of Central Park」に基づ

き、４億 2,000 万ドルの資金調達を目標とするキャンペーン「FOR ALL」を展開してい

る。2024 年度の財務報告95によれば、このキャンペーンは既に３億 5,000 万ドル超のコ

ミットメントを獲得し、目標の 83％を達成、寄付収入・イベント収入も過去最高の１億

2,460 万ドルに達したとされている。これらの資金は、公園内のコンサバトリー・ガーデ

ンの修復やノース・メドウ・センターの再建、デイビスセンター建設といった大規模プロ

ジェクトに充てられ、持続的な管理体制の強化につながっている。 

 一方、ブライアント・パークについては、第３章で述べた通り、管理・運営費の大部分

が寄付やスポンサーシップ、公園内レストランの賃料収入によって支えられており、映画

上映や Winter Village にも大手企業がスポンサーとして関わっている。それ以外にも、

芝生広場を活用して定期的に開催されるヨガイベント96はアパレルブランドの Halara が

冠スポンサーを務め、夏に開催される「Broadway in Bryant Park（人気ブロードウェ

イ作品のキャストによる野外パフォーマンス）97」は iHeartMedia 傘下のラジオ局であ

る 106.7 LITE FM が主催している。また、音楽、舞踊、演劇など幅広いジャンルのプロ

グラムがある公演シリーズ「Picnic Performances98」は、Winter Village と同様

Bank of America がメインスポンサーとし、クラシック音楽プログラムでは Steinway 

 
94 Central Park Conservancy 「About Us」

［https://www.centralparknyc.org/about］（最終検索日：2026 年２月４日） 

95 Central Park Conservancy 「Annual Report 2024（2024 年 12 月 11 日発行）」

［https://s3.amazonaws.com/assets.centralparknyc.org/media/documents/Annual

Report_20241211_Final.pdf］（最終検索日：2026 年２月４日） 

96 Bryant Park Corporation 「Bryant Park Yoga」

［https://bryantpark.org/activities/yoga］（最終検索日：2026 年２月４日） 

97 Bryant Park Corporation 「Broadway in Bryant Park」

［https://bryantpark.org/activities/broadway-in-bryant-park］（最終検索日：2026

年２月４日） 

98 Bryant Park Corporation 「Free Summer Music, Dance, and Theatre 

Performances in NYC」［https://bryantpark.org/activities/picnic-performances］

（最終検索日：2026 年２月４日） 

https://www.centralparknyc.org/about
https://s3.amazonaws.com/assets.centralparknyc.org/media/documents/AnnualReport_20241211_Final.pdf
https://s3.amazonaws.com/assets.centralparknyc.org/media/documents/AnnualReport_20241211_Final.pdf
https://bryantpark.org/activities/yoga
https://bryantpark.org/activities/broadway-in-bryant-park
https://bryantpark.org/activities/picnic-performances
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& Sons が楽曲協力、更にジャズ専門局 WBGO やクラシック専門局 WQXR がメディア

パートナーとして広報を担うなど、様々な企業スポンサーのもと実施されている。 

 このように、ニューヨーク市の公園は単なる「税金で維持する施設」ではなく、寄付や

スポンサーシップを通じて、文化・商業イベントの舞台として支えられる仕組みが確立さ

れている。企業にとってはブランド露出や社会貢献活動の機会となり、市にとっては公費

をほとんど投じることなく都市中心部に高品質な公園空間を提供できるという相互利益の

関係が形成されているのである。 

 

第３節 地域住民・民間企業の自発的関与を促す工夫 

 ニューヨークの公園では、ボランティア活動や寄付、スポンサーシップが運営を支える

大きな柱となっているが、それらを継続的に引き出すための工夫も数多く取り入れられて

いる。 

 一つは、参加者が「自分の貢献が形になっている」と実感できる仕掛けである。代表的

な例として CPC の Adopt-a-Bench Program 99が挙げられる。1986 年に創設されたこ

の制度では、市民やグループが寄付（１基につき１万〜２万ドル）することで、選んだベ

ンチに名前やメッセージを刻むことができる。寄付は基金として永続的に運用され、ベン

チの維持管理費用を支える仕組みとなっている。2025 年時点で、セントラルパーク内に

設置された約 10,000 基のうち 7,000 基以上が既に寄付によって adopt（養子縁組）され

ており、寄付者にとっては社会貢献と記念を兼ねた参加の形となっている。 

 

  

（図４―７）セントラルパーク内に設置されたベンチとそこに刻まれた寄付者の名前
100 

 

 
99 Central Park Conservancy 「Adopt-A-Bench」

［https://www.centralparknyc.org/giving/adopt-a-bench］（最終検索日：2026 年２

月４日） 

100 2025 年９月 15 日、セントラル・パークにて筆者撮影。 

https://www.centralparknyc.org/giving/adopt-a-bench
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 また、CPC における企業向けのプログラムとして Corporate Volunteer Day（通称 

“Day in the Dirt”）101 がある。このプログラムでは、企業の社員がチーム単位でセント

ラル・パークの清掃や植栽、ベンチの塗装、落ち葉掃きなどに取り組むことができ、環境

保全への貢献と同時に社員同士のチームビルディングや CSR（Corporate Social 

Responsibility）活動としての効果も期待されている。活動中は企業ロゴが現場に掲示

されるなど、参加企業にとって社会貢献とブランド発信を兼ねた機会にもなっている。こ

の「Day in the Dirt」は、CPC が展開する 「Corporate Partners Program102」 に組

み込まれており、企業からの寄付を年会費として受け入れ、その規模に応じて特典を提供

する仕組みである。会員レベルは年額１万ドルから 10 万ドルまで複数段階に分かれてお

り、寄付額が大きいほど「Day in the Dirt」への参加回数が増えるほか、社員向けの特

別ツアー、公式サイトや年次報告書への企業ロゴ掲載、さらにはセントラルパーク・フィ

ルムフェスティバルやニューヨーク・フィルの公演における優先席招待などの特典が付与

される。こうした制度設計により、企業にとっては単なる寄付にとどまらず、社員教育や

広報活動の一環として活用可能な仕組みとなっている。 

 このように、個人にとっては「名前の刻まれたベンチ」、企業にとっては「社員参加型

の社会貢献」といった具合に、貢献の成果が具体的に可視化される仕組みが整えられてい

る。これにより、参加者は単なる支援者ではなく「公園をともに育てる担い手」としての

意識を持つことができ、継続的な参画につながっていると考えられる。 

 加えて、参加のハードルを低くすることも工夫の一つである。公園局が展開する「It’s 

My Park」や「GreenThumb」といった公式プログラムでは、週末や月１回からでも参

加可能な清掃や植栽プログラムが用意されており、誰もが気軽に関われる環境が整えられ

ている。また、映画上映やヨガイベントのように楽しみながら参加できる企画は、地域住

民にとって「娯楽」と「支える誇り」の両面を提供している。 

 さらに、透明性の確保も重要である。CPC や BPC などの団体は収支や活動成果を公

表しており、寄付や協賛がどのように公園整備やイベント運営に役立っているのかを明示

している。こうした情報公開は、市民・企業からの信頼を生み出し、さらなる参加意欲を

高める要因となっている。 

 総じて、ニューヨークの公園は「行政が維持する空間」ではなく、「市民や企業が主体

的に支える生活空間」として位置づけられており、制度的な仕組みと心理的な工夫がその

文化を支えているといえる。日本の小規模自治体が公園や空地の維持管理を検討する際に

も、こうした「参加したくなる仕掛け」と「貢献の見える化」は、低コストかつ継続性の

高い手法として十分参考になりうるだろう。  

 
101 Central Park Conservancy 「Corporate "Day in the Dirt"」

［https://www.centralparknyc.org/volunteer/corporate-volunteering］（最終検索

日：2026 年２月４日） 

102 Central Park Conservancy 「Corporate Partner Program」

［https://www.centralparknyc.org/corporate］（最終検索日：2026 年２月４日） 

https://www.centralparknyc.org/volunteer/corporate-volunteering
https://www.centralparknyc.org/corporate
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第５章 ニューヨークの事例から得られる示唆と応用の可能性 

第１節 日本の自治体における公園・空地活用の課題 

 日本では人口減少と高齢化が急速に進行しており、社会構造に大きな影響を及ぼしてい

る。2024 年 10 月１日現在、65 歳以上人口は 3,678 万人、総人口に占める割合（高齢化

率）は 29.3％に達しており、過去最高を更新した103。特に地方の小規模自治体では人口

減少が顕著であり、それに伴って空地や空き家の増加、財政制約による公園施設の老朽

化、市民参加の希薄化といった課題が顕在化している。こうした状況のもとで、高齢者の

居場所づくりや防災拠点としての公園の再評価が求められているが、その維持管理や整備

財源の確保は喫緊の課題である。その解決策の一つとして、全国各地でコンパクトシティ

やスマートシティの推進、さらには空地を公園に改修したり、地域イベントスペースとし

て活用したりする取組が進められている。代表的な例として、富山市が進める公共交通軸

への居住集約によるコンパクトシティ政策104や、前橋市の「デジタルグリーンシティ前

橋」構想に基づく ICT 等を活用した都市運営105などが挙げられるが、こうした取組に

は、地域住民との協働や住民参加型のまちづくりが重要な要素となる。 

 しかし、こうした取組を進めるにあたって、特に地方部では「財政的制約」が大きな障

壁となる。小規模自治体では、限られた税収と人口減により予算編成の自由度が低下し、

空地対策や公園整備に十分な資源を投入することが難しい。さらに、これまでの本レポー

トで検討してきたように、ニューヨーク市と比べると、日本では公園管理における民間と

の連携や住民の社会参加に対する意識が相対的に弱く、財源不足を補うための民間協力の

仕組みや、市民が主体的に関与する文化が十分に根付いていない傾向にある。 

 このような背景を踏まえると、今後の課題として、いかに住民参加型の空き地管理を進

め、維持費を抑制するか、またいかに民間連携を通じて安定的な資金を確保するかという

点に集約され、これらが日本の自治体における持続可能な公園・空地活用の鍵となると考

えられる。 

 

 
103 内閣府「令和 7 年版高齢社会白書（2025 年７月発行）」

［https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html］

（最終検索日：2026 年２月４日） 

104 富山市「コンパクトなまちづくり」

［https://www.city.toyama.lg.jp/shisei/machizukuri/1015125/1006102.html］（最

終検索日：2026 年２月４日） 

105 前橋市「『デジタルグリーンシティ前橋』について」

［https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/seisakusuishin/gyomu/5/3

6031.html］（最終検索日：2026 年２月４日） 

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html
https://www.city.toyama.lg.jp/shisei/machizukuri/1015125/1006102.html
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/seisakusuishin/gyomu/5/36031.html
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/seisakusuishin/gyomu/5/36031.html
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第２節 日本における官民連携の仕組み 

 先述の通り、日本の自治体、特に小規模自治体では財政制約や人口減少により公園の維

持管理が困難になりつつある。その一方で、ニューヨーク市の事例が示すように、民間の

力を活用することで公園の魅力向上と持続的な運営を実現できる可能性がある。日本で

も、そうした官民連携の仕組みとして制度化されているのが「Park-PFI（Private 

Finance Initiative）」である。 

 

１ Park-PFI について 

 2017 年５月、「都市緑地法等の一部を改正する法律」により、都市公園法の第５条

の２に「公募設置管理制度（Park-PFI）」が新設された。これは、都市公園において

飲食店や売店といった収益施設（公募対象公園施設）の設置・管理を民間事業者に委

ね、その収益を公園整備に還元する仕組みである。事業者は公募で選定され、法律に

基づく各種特例措置（占用許可の特例、設置期間の延長など）がインセンティブとし

て与えられる。この仕組みにより、公園管理者側は公共部分の整備に民間資金を充当

でき、透明で公平なプロセスを通じて再整備を進めることが可能となる。一方、事業

者側にとっては、公園という立地環境を生かした長期的かつ安定的な運営が可能とな

り、公園利用者にとっても利便性の向上や地域全体の魅力向上につながる。つまり、

行政・民間・利用者の三者にとってメリットがある仕組みとして位置づけられる。一

方で、Park-PFI はあくまで個別施設の整備・運営を対象とする枠組みであり、ブラ

イアント・パークやセントラル・パークのように、公園全体の運営やプログラム企画

まで含めて民間が担うニューヨーク型のモデルとは性格が異なる。 
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（図５―１）公募設置管理制度の概要（国土交通省 HP より引用）106 

 

２ Park-PFI の全国展開状況 

 Park-PFI は、制度創設から約８年が経過した現在、全国的に活用が広がってい

る。国土交通省の調査107によれば、182 公園で制度が実際に導入されており、さらに

165 公園で導入が検討中とされる。また、導入済みのうち 105 公園では既に公募対象

施設が供用を開始している。年度別にみると、制度開始初年度の平成 29 年度（2017

年度）は４件にとどまったが、その後急速に増加し、令和３年度（2021 年度）には年

間 34 件とピークを迎えた。その後も年間 20 から 30 件のペースで安定的に導入が続

いており、制度が全国の自治体に定着していることがうかがえる。 

 地域別にみると、東京都（18 公園）、神奈川県（14 公園）、福岡県（14 公園）、大阪

府（13 公園）、愛知県（12 公園）といった大都市圏での活用が先行しているが、岩手

県二戸市「カダルテラス金田一」、鹿児島県鹿児島市「加治屋まちの杜公園」など地方

 
106 国土交通省「公園とみどり：Park-PFI 等の活用」

［https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_fr_000059.html］（最終検索

日：2026 年２月４日） 

107 国土交通省「公募設置管理制度（Park-PFI）の活用状況（2025 年３月 31 日時点）」

［https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001890751.pdf］（最終検索日：2026 年

２月４日） 

https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_fr_000059.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001890751.pdf
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都市における導入事例も増えている。これらは老朽化した公園施設の再整備や地域資

源の活用を目的に導入され、地域住民の交流拠点や観光資源としての機能強化に寄与

している。 

 

３ 小規模自治体での活用事例108 

① 岩手県二戸市の事例 

 二戸市では、老朽化していた温泉施設やプールを再整備し、「カダルテラス金田

一」として Park-PFI 方式で複合公園を整備した。地域の温泉資源を活かし、宿

泊・飲食・屋外広場を一体的に整備することで、平日は地元住民、週末は観光客

が集まるにぎわいの場となっている。運営は地元企業や金融機関が出資する第三

セクターが担い、地域主導の公園経営を実現。収益は維持管理に還元され、財政

負担の軽減と持続的な運営が可能となっている。 

 

 

（図５―２）全体配置図（国土交通省 HP より引用）109 

 

② 岡山県岡山市の事例  

 岡山市では、従来は市直営で管理していたスポーツ施設を対象に、Park-PFI と

指定管理者制度を組み合わせた官民連携を導入した。カフェや運動施設、防災機

 
108 国土交通省「Park-PFI 事例集」

［https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001903705.pdf］（最終検索日：2026 年

２月４日） 

109 国土交通省「公園とみどり：Park-PFI 等の活用」

［https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_fr_000059.html］（最終検索

日：2026 年２月４日） 

https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001903705.pdf
https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_fr_000059.html
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能を備えた複合型公園を、民間コンソーシアムが管理・活用し、市民参加型の運

営を展開している。有料施設（岡山ドーム、多目的広場）と収益性の高い施設

（駐車場）を一体的に管理することで収益性を確保し、持続可能な運営が可能と

なった。 

 

 

（図５―３）全体配置図（国土交通省 HP より引用）110 

 

第３節 「公園×文化イベント」の可能性と制度的課題 

 ブライアント・パークの事例は、公園という日常的な公共空間を、文化的・社会的な体

験を生み出す「非日常の舞台」へと転換している点に大きな特徴がある。夏季の映画上映

やヨガ、ブロードウェイ公演、冬季の Winter Village など、多彩な文化・商業イベント

が年間を通じて実施され、公園は単なる緑地ではなく、都市生活のハブとして機能してい

る。これにより、公園は管理対象としての空間を超え、文化的価値と経済的価値を同時に

生み出す都市資源へと位置づけられている。 

 こうした「公園×文化イベント」という発想は、日本の公園政策においても関心を集め

つつあるが、同様の取組を日本の都市公園に適用しようとすると、いくつかの制度的・運

営的な課題が顕在化する。日本における都市公園は、都市公園法及びその運用指針に基づ

き、全国一律の枠組みのもとで管理されており、公園利用に関する規律は比較的厳格であ

る。 

 
110 国土交通省「公園とみどり：Park-PFI 等の活用」

［https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_fr_000059.html］（最終検索

日：2026 年２月４日） 

https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_fr_000059.html
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 国土交通省が策定している「都市公園法運用指針（第７版）111」を踏まえると、日本

でブライアント・パークと同様の文化イベントを実施する場合、主に以下のような懸念点

が想定される。 

 

① 営利利用・占用の制限 

 都市公園は「公衆の利用に供することを目的とする施設」であり（都市公園法

第２条）、物販や広告等の営利利用は原則として認められていない。公益性・公共

性との整合性を基準に、例外的に許可する場合がある。 

② 使用許可と占用料・使用料 

 都市公園法第５条第１項に基づき、公園でのイベント実施や施設設置には管理

者の「使用許可」が必要となる。占用物件や使用の内容に応じて占用料・使用料

が発生する。 

③ 火気・危険物の禁止 

 都市公園法第５条第１項により、火気や危険物の使用・持ち込みは原則禁止と

されている。模擬店やキッチンカーなどで火気を用いる場合には、特別な許可が

必要である。 

④ 設備設置の制約 

 テント・ステージ・仮設トイレなどの設置は「占用物件」として扱われる（都

市公園法第５条第１項）。占用期間・設置図・撤去計画・清掃方法などを含む詳細

な計画の提出が求められている。 

 

 これらの法的制約に加え、運用指針には明示されていないものの、音響機器の使用や警

備体制の整備など実務上の課題も生じやすい。例えば、音響機器の使用については周辺住

民への配慮から時間帯や音量が制限されることが多く、電源使用や飲食販売についても、

保健所等の関係機関との調整が必要となる場合がある。また、一定規模以上のイベントで

は、警備・救護体制の整備が求められることも少なくない。特に映画上映については、無

料であっても著作権者からの上映権許諾が不可欠であり、作品や規模によっては相応のラ

イセンス費用が発生する。 

 ブライアント・パークでは、これらのリスクに対して、制度と運営の両面から明確な対

応が図られている。まず、映画上映に関しては、Paramount+ がスポンサーとして協力

していることが大きく、上映権取得や運営費用を支える基盤となっている。また、米国で

 
111 国土交通省「都市公園法運用指針 （第７版）」

［https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001753336.pdf］（最終検索日：2026 年

２月４日） 

https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001753336.pdf
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は Swank Motion Pictures 112や Criterion Pictures USA 113などの専門ライセンス会

社が存在し、公園や学校、博物館など非劇場での上映を対象に「公共上映権（Public 

Performance Rights）」を提供している。これらの事業者は、年間契約や作品単位での

ライセンス提供を通じて、著作権処理を包括的にサポートしており、屋外上映に特化した

プランや、機材・作品・権利を一体的に提供する仕組みも整備されている。ブライアン

ト・パークの上映も、こうしたスポンサーとライセンス会社の組み合わせによって成立し

ていると考えられる。 

 一方、日本では、公共空間で映画を上映する場合、配給会社ごとに個別申請を行い、作

品ごとに権利を取得するのが一般的である。そのため、作品選定や調整に時間とコストが

かかりやすい。海外のライセンス会社を利用する方法もあるが、邦画への対応が限定的で

あるなど、実務上の課題も残されている。 

 また、運営体制の面では、BPC が公園局と連携し、警備、清掃、設営、撤去までを一

体的に担うとともに、Bank of America や Paramount+ など複数の企業スポンサーが

費用を支えている。イベントは全て無料で開放され、公共性を担保することで、営利利用

に対する批判や制度的制約にも対応している。加えて、荷物チェックや持ち込み制限、安

全管理体制の整備、字幕対応など、参加者への配慮も体系的に組み込まれている。 

 このように、ニューヨーク市では、スポンサー支援、ライセンス制度、そして行政・

NPO・企業の明確な役割分担を組み合わせることで、公園における文化イベントを制度

的・実務的に成立させている。これらの事例は、日本における公園活用を考える際、単に

イベントを模倣するのではなく、公園を取り巻く運営構造や関係主体の設計そのものを検

討する必要があることを示している。 

 

第４節 ニューヨークの事例から見える構造的示唆 

 これまで本レポートでは、ブライアント・パークをはじめとするニューヨーク市の公園

事例を通じて、都市公園が単なる緑地や余暇施設にとどまらず、文化・経済・コミュニテ

ィ形成の拠点として機能している実態を確認してきた。これらの事例が示しているのは、

個別のイベント手法や運営ノウハウそのものというよりも、公園を取り巻く役割分担の構

造や、関係主体の位置づけのあり方であり、この点にこそ日本の自治体にとって重要な示

唆が含まれている。 

 まず重要なのは、ニューヨーク市の公園運営が、行政単独による管理を前提としていな

い点である。ニューヨーク市では、NYC 公園局が法的な管理主体として全体を統括する

 
112 Swank Motion Pictures 「Parks and Recreation Centers Movies」

［https://www.swank.com/parks-recreation/］（最終検索日：2026 年２月４日） 

113 Criterion Pictures USA 「Parks and Recreation」

［https://www.criterionpicusa.com/］（最終検索日：2026 年２月４日） 

 

https://www.swank.com/parks-recreation/
https://www.criterionpicusa.com/
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一方、個別公園の運営においては、コンサーバンシーや非営利法人、BID 組織、企業ス

ポンサー、市民ボランティアなど、多様な主体が明確な役割分担のもとで関与している。

行政、民間、市民がそれぞれの強みを持ち寄る構造が、公園を「管理対象」から「価値を

生み出す公共空間」へと転換させているのである。 

 このような運営構造は、日本において直ちに制度として応用できるものではない。都市

公園法をはじめとする法制度の違い、寄付文化やスポンサー市場の規模、人口構成など、

前提条件は大きく異なる。しかし、ニューヨーク市の事例が示しているのは、「何を実施

するか」以上に、「誰が、どの立場で関わるのか」をあらかじめ設計することの重要性で

ある。 

 特に注目すべき点として、ニューヨーク市の担当者が繰り返し強調していたのが、中間

的な役割を担う存在の重要性である。公園での活動を企画・実施するコミュニティや市

民、許認可や資金配分を担う行政、スポンサーや支援者となる企業、これらの主体が全て

を直接調整しようとすると、負担が過大となり、活動の継続性が損なわれやすい。その間

に立ち、企画調整、許認可支援、情報整理、参加者対応などを専門的に担う人材や組織が

存在することで、各主体の負担が軽減され、協働が円滑に進むという点が指摘された。 

 実際、ニューヨーク市では、公園局内部においてもボランティアや市民参加を専門に扱

う部門が設置されており、Tree Count プログラム のような大規模な市民参加型プロジ

ェクトが継続的に運営されている。また、民間側においても、コンサーバンシーや運営法

人が「現場と行政をつなぐ翻訳者」として機能しており、この中間的機能の存在が、公園

運営の安定性と継続性を支えている。 

 加えて、情報共有の仕組みも重要な要素として挙げられる。ニューヨーク市では、ボラ

ンティア募集、イベント情報、参加後のフォローアップ、成果の可視化までが、一貫した

プラットフォーム上で提供されている。必ずしも高度なシステムである必要はなく、「ど

こを見れば必要な情報が集約されているか」が明確であること自体が、市民参加の心理

的・実務的ハードルを大きく下げている。 

 以上の点から、ニューヨーク市の公園運営モデルが示しているのは、特定の制度や事業

手法の優位性ではなく、官・民・市民をつなぐ構造設計と、それを支える専門性の所在で

あるといえる。制度条件が異なる日本においても、公園を支える体制づくりや関係主体の

位置づけという視点は、共通して検討に値する重要な論点である。 

 

第５節 まとめ 

 ニューヨーク市の都市公園は、世界有数の大都市という社会経済的条件のもとで発展し

てきたものであり、寄付文化の成熟、スポンサー市場の規模、観光客の多さ、そして民間

主導を受け入れる制度的自由度など、日本の地方自治体とは大きく異なる前提条件を有し

ている。そのため、ブライアント・パークやセントラル・パークの運営モデルを、そのま

ま日本の地方自治体、とりわけ人口規模の小さい自治体に適用することは現実的ではな

い。 
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 しかし、本レポートで検討してきたニューヨーク市の事例は、規模や制度条件の差を超

えて、日本の自治体にとって重要な視点を提供している。それは、個別のイベント手法や

収益モデルではなく、公園を取り巻く役割分担の構造と、関係主体の関与の仕方である。 

 ニューヨーク市の公園運営に共通して見られるのは、 

• 行政だけに依存しない多元的な管理・運営主体の存在 

• 民間や市民が関与することを前提とした制度・運用の考え方 

• 公園を「管理対象」ではなく「地域の価値を生み出す公共空間」と捉える発想 

であり、これらは日本においても、制度の違いを前提としつつ検討に値する考え方であ

る。日本には、日本なりの官民連携の枠組みとして、Park-PFI、指定管理者制度、資金

確保の仕組みとして、ふるさと納税といった制度が既に存在している。これらは、ニュー

ヨーク市のコンサーバンシーやスポンサーシップとは制度的背景を異にするものの、「行

政単独では担いきれない公園の価値創出を、民間や市民と分かち合う」という方向性にお

いては共通点を有している。 

 とりわけ人口減少や財政制約が進む地方自治体においては、ニューヨーク市のような大

規模イベントや商業収益を目指すのではなく、「縮小版モデル」として、地域規模に応じ

た官民協働のあり方を構想することが現実的である。すなわち、ニューヨーク型の仕組み

をそのまま導入するのではなく、役割分担の考え方や中間的機能の重要性といった要素

を、地域条件に応じて活用するという視点である。 

 ニューヨーク市の公園運営が示しているのは、「こうすれば成功する」という単一の答

えではない。むしろ、公園を支えるために、誰が関わり、誰がつなぎ、どのように情報と

役割を共有するのかという問いに対する、一つの到達点である。制度の違いを十分に認識

した上でなお、こうした役割分担や協働の考え方は、日本の自治体においても共通して重

要な視点であるといえるだろう。 
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付録 ニューヨーク市以外にみる米国の都市公園事例 

 本レポートでは、都市型公園マネジメントの代表例としてニューヨーク市を中心に検討

してきたが、米国における公園運営の先進事例はニューヨーク市に限られるものではな

い。実際、全米各地の都市において、それぞれの都市規模や地域特性、歴史的背景に応じ

た多様な公園運営の工夫がみられる。以下では、ニューヨーク市とは異なる文脈で都市公

園が発展してきた４都市を取り上げ、代表的な公園を通じて、その特徴と運営の考え方を

整理する。 

 

事例① シカゴ（ミレニアム・パーク） 

（１）都市の概要 

 シカゴは、アメリカ中西部イリノイ州に位置する全米有数の都市であり、人口は約

270 万人を擁する。五大湖の一つであるミシガン湖に面し、内陸交通と水運の結節点とし

て発展してきた都市である。近年は製造業都市から、金融・文化・観光を含む多機能都市

へと転換が進められており、都市再生と公共空間整備を結びつけた政策が特徴的である。

公園分野においても第２章の表２－２に示す「2025 年 ParkScore 調査結果」で 11 位に

ランクインしており、ニューヨーク市と同様に、大規模都市における公園整備の優良な代

表例の一つと位置付けられる。 

 

（２）ミレニアム・パークの概要 

 シカゴを代表する都市型公園としては、ダウンタウン中心部に立地するミレニアム・パ

ークが挙げられる。ミレニアム・パークは、シカゴ中心部ループ地区に位置する都心型公

園であり、面積は約 10ha（約 0.1 ㎢）と大規模ではないが、老朽化した鉄道操車場跡地

を再開発して整備された点に大きな特徴がある。公園内には、 

• クラウド・ゲート（通称「ビーン」） 

• 野外音楽堂（Jay Pritzker Pavilion） 

• 屋外展示スペース 

• 芝生広場 

などが集約的に配置されており、「公園」としての緑地機能に加え、文化施設群の集合体

としての性格を併せ持つ。また、交通面では、地下鉄や通勤鉄道の主要路線が集中するエ

リアに位置し、徒歩による来園も含め、高いアクセス性を有している。 

 

（３）管理主体と運営体制 
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 シカゴ市における公園の管理主体は、Chicago Park District（以下、CPD）114であ

る。CPD は 1934 年に制定された Chicago Park District Act に基づき設立された特別

区（Special District）であり、従来分散していた複数の公園管理主体を統合し、全市的

な視点から公園運営を行うことを目的として発足した。現在では、市内約 600 以上の公

園と約 8,800 エーカー（約 35.6 ㎢）の緑地・レクリエーション施設を所管している。公

園の具体的な利用ルールやイベント実施、占用、許可手続など日常的な運営については、

CPD が制定する Chicago Park District Code115 によって詳細に規律されている。 

 運営体制として、７名の理事から成る理事会（Board of Commissioners）が組織全体

を統括しており、理事は市長が任命し、市議会の承認を受ける仕組みとなっている。理事

会は予算や主要事業、整備計画等を審議・決定し、その方針のもとで General 

Superintendent & CEO が日常的な執行管理を担う。理事会の会合は公開され、市民が

意見を述べる機会も制度化されている。 

 このように、シカゴの公園運営では、最終的な管理責任は一貫して公的主体である

CPD に帰属しており、管理運営そのものが民間団体に包括的に委ねられる構造は採られ

ていない。特定の公園で NPO が実質的な日常運営を担うニューヨーク市のモデルと比べ

ると、シカゴでは公による集中的な管理責任の維持が重視されている。 

 一方で CPD は、行政主体として直接運営を行いながらも、運営の柔軟性や地域性を確

保するため、民間団体や市民との協働を取り入れている。スポーツや文化、環境教育等の

プログラムでは、地域 NPO 等と連携した実施が行われるほか、音楽イベントや文化事業

においてはスポンサーや外部団体の協力を得る例もみられる。また、Park Advisory 

Councils と呼ばれる地域住民組織が設置され、利用者の意見を公園運営に反映させる仕

組みも整えられている。 

 ただし、これらの関与は補完的な位置づけにとどまり、公園の管理方針や予算配分、最

終判断は一貫して CPD が担っている。この点に、シカゴの公園運営が持つ行政主導型モ

デルとしての特徴が表れている。CPD が公的主体として直接運営を行うことにより、市

全体を見渡した計画決定や予算配分が可能となり、公園サービスの地域間格差を抑制しや

すい。理事会による統括、公聴制度の公開、市民参画の仕組みが制度化されていること

で、公園は特定の地域や団体に偏ることなく、市民全体に向けた公共サービスとして提供

されている。 

 

（４）公園内での主な取組 

 
114 Chicago Park District 「About the Chicago Park District」

［https://www.chicagoparkdistrict.com/about-chicago-park-district］（最終検索

日：2026 年２月４日） 

115 Chicago Park District 「Chicago Park District Code」

［https://www.chicagoparkdistrict.com/chicago-park-district-code］（最終検索日：

2026 年２月４日） 

https://www.chicagoparkdistrict.com/about-chicago-park-district
https://www.chicagoparkdistrict.com/chicago-park-district-code
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 ミレニアム・パークでは、年間を通じて多数の無料文化イベントが開催されている

116。これらは市民・観光客を問わず参加可能であり、公園活用の中核となっている。代

表的なイベントとして、下記が挙げられる。 

 

• Grant Park Music Festival：毎夏開催される屋外クラシック音楽の大型コンサ

ート。シカゴ交響楽団等の演奏が無料で行われ、芝生席にも多くの聴衆が集う 

• Chicago Blues Festival：全米最大規模のブルース・フェスティバル。世界的に

著名なミュージシャンが出演し、都市の文化資本として位置づけられている 

• Chicago Jazz Festival：ジャズ音楽の伝統を祝う無料野外イベント 

 

 これらのイベントは、ミレニアム・パークの中心的ステージである Jay Pritzker 

Pavilion を主会場として展開され、整備された音響・観覧スペースにより大規模集客を

可能としている。実施にあたっては、企業スポンサーや財団、非営利団体との連携により

運営費の一部が賄われている。 

 また、イベント以外にも「体験型プログラム」が提供され、都市生活者や観光客に対す

るサービスとして位置づけられている。具体的な取組例としては、下記の通りである。 

 

• ヨガ・フィットネスセッション：夏季を中心に、屋外芝生や広場を使った無料の

ヨガ教室等が開催される。 

• ウォーキング・ツアー：公園内のアート・建築・景観を紹介するガイド付きツア

ー。 

• 季節イベント：冬季には公園近隣に屋外スケートリンクが設置されるなど、四季

を通じた利用機会が設けられている。 

 

 このように、ミレニアム・パークにおける取組は、営利イベントというよりも、文化・

健康・交流を公共サービスとして提供する公的プログラムとして位置づけられており、行

政主導型公園運営の特徴が表れている。 

 

 
116 Chicago Park District 「Event Finder」

［https://www.chicagoparkdistrict.com/events］（最終検索日：2026 年２月４日） 

https://www.chicagoparkdistrict.com/events
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（図１）公園内に設置されたモニュメン

ト117 
（図２）クラウド・ゲート118 

 

（図３）冬に設置されるスケートリンク119 

 

事例② ミネアポリス（ミネアハハ・リージョナル・パーク）  

（１）都市の概要 

 ミネアポリスは、アメリカ中西部ミネソタ州に位置する人口約 43 万人の都市である。

ミシシッピ川沿いに発展した内陸都市であり、豊富な水資源と緑地環境を背景に、古くか

ら公園・レクリエーション政策に力を入れてきた。ParkScore 調査において３位に位置

しており、中規模都市における公園整備・管理の先進都市として知られている。特に、都

市全体をネットワーク状に結ぶ広域公園システムは、ミネアポリスの大きな特徴である。 

 

（２）ミネアハハ・リージョナル・パークの概要 

 ミネアポリス内の代表的な公園として、ミネアハハ・リージョナル・パークが挙げられ

る。ミネアハハ・リージョナル・パークは、ミネアポリス南部に位置する広域公園であ

 
117 2025 年 12 月 30 日、ミレニアム・パークにて筆者撮影。 

118 2025 年 12 月 30 日、ミレニアム・パークにて筆者撮影。 

119 2025 年 12 月 30 日、ミレニアム・パークにて筆者撮影。 
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り、面積は約 80 ヘクタールを超える。公園の最大の特徴は、高さ約 16 メートルのミネ

アハハ滝を中心とした自然景観である。園内には、 

• 滝と渓谷景観 

• ミネアハハ・クリーク沿いの遊歩道 

• 自転車道・ランニングコース 

• ピクニックエリア、自然観察エリア 

などが整備されており、観光客だけでなく、日常的な散策・運動・家族利用の場として市

民に広く利用されている。また、同公園は市内を一周する Grand Rounds Scenic 

Byway（環状型公園・緑道ネットワーク）の一部を構成しており、単独の公園というよ

りも、都市全体の緑地システムの一要素として位置づけられている。 

 

（３）管理主体と運営体制 

 ミネアハハ・リージョナル・パークの管理主体は、Minneapolis Park and 

Recreation Board（MPRB）120である。MPRB は、1883 年にミネアポリス市とは独立

した公的機関として設置された公園管理組織であり、市内及び周辺地域の 7,059 エーカ

ー（約 28.6 ㎢）に及ぶ公園用地と水域からなる都市公園システムを一元的に所管してい

る。MPRB の特徴を下記に示す。 

 

• 公園管理を市の一部局ではなく、市政府とは別の独立自治体（Independent Park 

Board）が担う 

• 選挙で選ばれる委員によるガバナンス構造を持つ 

 

 これにより、公園政策は政治的独立性と専門性を一定程度確保しながら運営されてい

る。また、運営面では、公園の維持管理、自然資源の保全、レクリエーションプログラム

の提供、広域緑地ネットワークの計画・整備を MPRB が直接実施する体制が基本であ

り、ニューヨーク市のように NPO が特定公園を包括的に管理するモデルは採られていな

い。ただし、Friends Group や地域ボランティア、環境団体との協働は制度的に位置づ

けられており、管理責任は公に保持しつつ、参加は広く開く構造が特徴である。 

 

（４）公園内での主な取組 

ミネアハハ・リージョナル・パークにおける取組は、シカゴやニューヨークのような大規

模イベント中心型とは異なり、自然体験・健康・日常利用を重視した運営が特徴である。

具体的には、 

• 自然解説プログラム、環境教育イベント 

• ウォーキング・サイクリング等の健康増進利用 

 
120 Minneapolis Park & Recreation Board「About Us」

［https://www.minneapolisparks.org/about-us/］（最終検索日：2026 年２月４日） 

https://www.minneapolisparks.org/about-us/
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• 学校・地域団体と連携した自然学習 

• 四季に応じた景観・レクリエーションの提供 

などが中心となっている。商業イベントや大規模フェスティバルは限定的であり、公園は

「集客装置」よりも、都市生活に組み込まれた自然インフラとしての役割を担っている。 

 

 

（図４）公園内のミネアハハ滝121 

 

事例③ フィラデルフィア（リッテンハウス・スクエア）  

（１）都市の概要 

 フィラデルフィアは、米国東部ペンシルベニア州に位置する歴史都市であり、人口は約

160 万人を擁する。アメリカ独立の舞台として知られ、都市計画の面では、ウィリアム・

ペンによる格子状街路と公共広場（スクエア）を基礎とした計画思想が現在まで受け継が

れている点が特徴である。ニューヨークやシカゴほどの超大都市ではないものの、歴史資

産と都市生活が高密度に重なり合う都市として、「日常空間としての公園」の在り方を考

える上で示唆に富む事例といえる。 

 

（２）リッテンハウス・スクエアの概要 

 フィラデルフィアの代表的な公園として、リッテンハウス・スクエアがある。リッテン

ハウス・スクエアは、フィラデルフィア中心部に位置する五つの歴史的スクエアの一つで

あり、面積は約 2.4 ヘクタール（約 0.02 ㎢）と比較的コンパクトな都市公園である。周

囲には高級住宅、オフィス、飲食店、文化施設が立地し、観光地というよりも、地域住民

の日常生活に密接に組み込まれた公園として機能している。公園内には、芝生広場、遊歩

道、ベンチや彫刻、子ども向けの簡易遊具などが配置されており、大規模イベント施設は

 
121 Minneapolis Park & Recreation Board 「Minnehaha Regional Park」

［https://www.minneapolisparks.org/parks-destinations/parks-

lakes/minnehaha_regional_park/］（最終検索日：2026 年２月５日） 

https://www.minneapolisparks.org/parks-destinations/parks-lakes/minnehaha_regional_park/
https://www.minneapolisparks.org/parks-destinations/parks-lakes/minnehaha_regional_park/
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持たない。一方で、平日昼間の休憩、散歩、読書、会話、週末の小規模イベントなど、多

様な使われ方がなされている。 

 

（３）管理主体と運営体制 

 リッテンハウス・スクエアの法的な管理主体は、フィラデルフィア市（Department 

of Parks and Recreation）122である。公園の所有権及び最終的な管理責任は市に帰属

しており、この点ではシカゴと同様に公的主体が管理責任を保持する構造をとっている。

一方で、日常的な運営・活性化において重要な役割を果たしているのが、Friends of 

Rittenhouse Square123である。この団体は、地域住民や周辺事業者によって構成される

非営利組織であり、 

• 清掃・植栽の補助 

• ベンチや彫刻の維持管理支援 

• 小規模イベント（音楽演奏、アート展示、季節行事）の企画 

• 資金調達（寄付・募金） 

などを担っている。ただし、この団体が公園を包括的に管理しているわけではなく、許可

権限や最終判断は市が保持しつつ、市民団体が日常レベルで公園を支える「補完型モデ

ル」が形成されている。 

 

（４）公園内での主な取組 

 リッテンハウス・スクエアでは、ニューヨークやシカゴのような大規模集客型イベント

はほとんど行われない。その代わり、以下のような小規模・日常密着型の取組が中心とな

っている。 

 

• 地元音楽家による小規模演奏 

• アート・クラフト系の展示や市民マーケット 

• 季節行事（ホリデー装飾、地域イベント） 

• 読書会や地域交流イベント 

 

 これらの活動は、営利性を前面に出すものではなく、「公園を地域の居場所として維持

する」ことを主目的としている。その結果、公園は観光資源というよりも、近隣住民の生

活インフラとしての公共空間として存在している。 

 

 
122 City of Philadelphia 「Philadelphia Parks & Recreation」

［https://www.phila.gov/departments/philadelphia-parks-recreation/］（最終検索

日：2026 年２月５日） 

123 Friendsofrittenhouse 「About Us」

［https://www.friendsofrittenhouse.org/about］（最終検索日：2026 年２月５日） 

https://www.phila.gov/departments/philadelphia-parks-recreation/
https://www.friendsofrittenhouse.org/about
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（図５）公園内の様子124 

 

事例④ ワシントン D.C.（ナショナル・モール） 

（１）都市の概要 

 ワシントン D.C.は、アメリカ合衆国の首都として連邦政府機関が集中する特別区であ

り、人口は約 70 万人と、ニューヨークやシカゴに比べれば中規模都市に位置づけられ

る。一方で、連邦議会議事堂、ホワイトハウス、最高裁判所、スミソニアン博物館群な

ど、国家の中枢機能と象徴的空間が集積している点で、他都市とは性格を大きく異なる。

都市計画面では、18 世紀に策定されたランファン・プランに基づき、記念軸と広大なオ

ープンスペースを都市構造の中心に据えていることが特徴であり、公園・緑地は都市景観

と国家象徴の両面を担う存在となっている。 

 

（２）ナショナル・モールの概要 

 ワシントン D.C.を代表する公園として、ナショナル・モールが存在する。ナショナ

ル・モールは、連邦議会議事堂からリンカーン記念堂に至る全長約３km の広大なオープ

ンスペースであり、面積は約 146 ヘクタール（約 1.46 ㎢）に及ぶ。芝生広場、並木道、

池、記念碑、博物館群が連続的に配置されており、都市公園であると同時に、国家的記念

空間として位置づけられている。この空間は、 

• 日常的な散策・観光 

• 博物館利用 

• 国家行事・記念式典 

• 大規模集会・デモ・式典 

など、極めて多様な用途に利用されている点に大きな特徴がある。 

 

（３）管理主体と運営体制 

 
124 Friends of rittenhouse「Rittenhouse Square」

［https://www.friendsofrittenhouse.org/］（最終検索日：2026 年２月５日） 

https://www.friendsofrittenhouse.org/
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 ナショナル・モールの管理主体は、National Park Service（NPS）である。すなわ

ち、ワシントン D.C.に位置してはいるものの、市政府（DC 政府）が管理している市立

公園ではなく、連邦政府が直接管理する国立公園ユニットとして位置づけられている。ナ

ショナル・モールは、NPS の下部組織である National Mall and Memorial Parks 125

によって管理されており、 

• 土地・施設の保全 

• 利用ルールの設定 

• イベント・集会・デモの許可 

• 記念碑・博物館周辺の景観管理 

などについて、連邦レベルで一元的に運営されている。この点において、ニューヨーク市

（市が管理し、NPO が実質運営を担う公園）や、シカゴ（市の特別区（CPD）が直接運

営）、フィラデルフィア（市管理＋市民団体の補完）とは異なり、ワシントン D.C.のナシ

ョナル・モールは、最も「公的色の強い」公園管理モデルであるといえる。 

 

（４）公園内での主な取組・利用形態 

 ナショナル・モールにおける取組は、娯楽性や商業性よりも、公共性・象徴性・政治性

が前面に出ている点が特徴である。代表的な利用形態として、大統領就任式、国家追悼行

事、大規模市民集会・デモ（市民権運動、反戦運動、環境運動等）、記念碑・博物館を核

とした教育・観光利用が挙げられる。イベント実施にあたっては、営利イベントは原則と

して想定されておらず、使用許可は「表現の自由」「公共利用」という憲法上の価値を重

視して運用されている。このため、スポンサー型イベントや商業的マーケットはほとんど

見られず、芝生空間の保全や景観維持が最優先事項とされている。 

 

  

（図６）ナショナル・モールの様子126 

 

 
125 National Mall and Memorial Parks「About Us」

［https://www.nps.gov/aboutus/index.htm］（最終検索日：2026 年２月５日） 

126 2024 年４月 12 日、ナショナル・モールにて筆者撮影。 

https://www.nps.gov/aboutus/index.htm
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 以上、本付録では、ニューヨーク市以外の都市における公園運営の事例として、シカ

ゴ、ミネアポリス、フィラデルフィア、ワシントン D.C.の４都市を取り上げ、それぞれ

の代表的な公園を中心に、管理主体や運営体制、取組内容を整理してきた。ニューヨーク

市の事例も含め各都市における公園整備の在り方を表１に整理する。 

 

（表１）各都市における公園整備の比較 

都市 管理主体 運営モデルの基本構造 

ニューヨーク市 NYC Parks（市） 
公民連携型：市が法的管理主体、

NPO が実質運営 

シカゴ 
Chicago Park District

（特別区） 
行政主導型：特別区が直接運営 

ミネアポリス 

Minneapolis Park and 

Recreation Board（独立

自治体） 

準独立行政型：市から独立した公

園委員会が運営 

フィラデルフィア PPR（市）＋Friends 組織 
市民補完型：市管理＋市民団体支

援 

ワシントン D.C. 
National Park Service

（連邦） 
連邦直轄型：国家管理・一元運営 

 

 各都市を比較すると、米国における公園運営は大きく３つの方向性に整理できる。 

 まず、「民間・NPO・市民の関与の位置づけ」である。ニューヨーク市では、特定の公

園においてコンサーバンシー等が実質的な日常運営を担う分権的モデルが定着しているの

に対し、シカゴやミネアポリスでは、公的主体が直接運営を担い、民間や市民の関与は補

完的に位置づけられている。フィラデルフィアでは、Friends 団体など市民組織が日常

的な支援を行う中間的な形態がみられ、都市ごとに関与の深さと役割分担は大きく異な

る。 

 続いて、「イベント実施や収益活用に対する考え方」である。ニューヨーク市では、ス

ポンサーや寄付を活用した大規模イベントが公園運営の一部として組み込まれている一

方、シカゴやミネアポリスでは、文化イベントは多く実施されているものの、公共性を重

視した無料提供が基本であり、収益確保を主目的とする位置づけではない。また、フィラ

デルフィアの公園では、地域向けの小規模イベントや日常的な集いが中心であり、イベン

トはあくまでコミュニティ形成の延長線上に位置づけられている。ワシントン D.C.にお

いては、象徴性や景観保全の観点から、商業的活用はより抑制的である。 

 最後に、「公園の都市における位置づけ」である。ニューヨーク市やシカゴでは、公園

は都市の魅力や競争力を高める「都市資源」として位置づけられ、文化・観光・経済活動

と結びついた活用が進められている。一方、フィラデルフィアでは、公園は観光資源とい

うよりも「地域の日常空間」としての性格が強く、住民の憩い、交流、健康を支える身近

な公共空間として機能している。また、ミネアポリスでは、公園は都市の自然環境を支え

る基盤であり、河川・森林・緑地ネットワークと一体となった「生活インフラ」として位

置づけられており、ワシントン D.C.では国家的象徴空間としての性格が際立っている。 
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 このように、米国の公園整備においては、各都市が自らの規模、歴史、制度等に応じ

て、公園の管理主体や関与のあり方を選択している。日本の自治体においても、特定の都

市モデルをそのまま当てはめるのではなく、地域の規模や制度、担い手の状況に応じた関

わり方を模索していくことが求められる。ニューヨーク市の事例と併せて、こうした多様

な姿を参照することで、公園をめぐる取組の幅を考える手がかりとなるのではないだろう

か。 

 

 

 

 

【執筆者】 一般財団法人自治体国際化協会ニューヨーク事務所  

所長補佐 岡本 良太（岡山県備前市派遣） 
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https://www.swank.com/parks-recreation/
https://www.criterionpicusa.com/
https://www.chicagoparkdistrict.com/about-chicago-park-district
https://www.chicagoparkdistrict.com/chicago-park-district-code
https://www.chicagoparkdistrict.com/events
https://www.minneapolisparks.org/about-us/


94 

 

• Minneapolis Park & Recreation Board 「Minnehaha Regional Park」

［https://www.minneapolisparks.org/parks-destinations/parks-

lakes/minnehaha_regional_park/］（最終検索日：2026 年２月５日） 

• City of Philadelphia 「Philadelphia Parks & Recreation」

［https://www.phila.gov/departments/philadelphia-parks-recreation/］（最

終検索日：2026 年２月５日） 

• Friendsofrittenhouse 「About Us」

［https://www.friendsofrittenhouse.org/about］（最終検索日：2026 年２月５

日） 

• Friends of rittenhouse「Rittenhouse Square」

［https://www.friendsofrittenhouse.org/］（最終検索日：2026 年２月５日） 

• National Mall and Memorial Parks「About Us」

［https://www.nps.gov/aboutus/index.htm］（最終検索日：2026 年２月５日） 

https://www.minneapolisparks.org/parks-destinations/parks-lakes/minnehaha_regional_park/
https://www.minneapolisparks.org/parks-destinations/parks-lakes/minnehaha_regional_park/
https://www.phila.gov/departments/philadelphia-parks-recreation/
https://www.friendsofrittenhouse.org/about
https://www.friendsofrittenhouse.org/
https://www.nps.gov/aboutus/index.htm

